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深

睾、
ぞ

芳

樹

【
要
約
】
　
奈
良
文
化
財
研
究
所
、
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
、
橿
原
市
教
育
委
員
会
、
桜
井
市
教
育
委
員
会
、
明
日
香
村
教
育
委
員
会
は
、
宮
を
含

め
藤
原
京
で
発
掘
調
査
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
宮
や
京
の
よ
り
確
か
な
姿
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
最
近
の
発
掘

調
査
成
果
を
紹
介
し
、
藤
原
京
に
関
す
る
遺
構
解
釈
の
～
例
を
提
示
し
た
。
解
釈
の
方
針
は
、
発
掘
調
査
成
果
を
文
献
記
録
に
対
照
さ
せ
て
も
し
整
合
す

れ
ば
、
そ
の
対
応
関
係
を
認
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
藤
原
宮
・
京
で
は
こ
れ
ま
で
に
二
時
期
の
条
坊
遺
構
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
第
一
次
条
坊
は
宮

東
北
部
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
第
二
次
条
坊
は
宮
・
京
全
域
に
お
よ
ん
で
い
る
。
宮
造
営
の
た
め
に
掘
ら
れ
た
運
河
か
ら
出
土
し
た
遺
物
を
め
ぐ
る
研
究

を
紹
介
し
、
こ
れ
ら
の
成
果
を
合
わ
せ
て
、
第
一
次
条
坊
は
『
日
本
書
紀
』
天
武
五
年
目
記
録
す
る
造
都
の
企
画
と
そ
の
中
断
の
記
事
に
、
第
二
次
条
坊

は
天
武
十
一
年
に
開
始
し
た
造
畢
に
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
と
す
る
考
え
を
支
持
し
た
。
さ
ら
に
藤
原
京
で
条
坊
施
工
が
迅
速
に
進
ん
だ
理
由
を
、
既
存

の
水
田
域
を
活
用
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
推
定
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
五
巻
一
号
　
二
〇
…
二
年
㎜
月

序

言

持
統
八
（
六
九
四
）
年
十
二
月
六
日
、
持
統
天
皇
は
宮
所
を
飛
鳥
浄
御
捻
宮
か
ら
藤
原
宮
に
遷
し
た
。

こ
れ
は
、
日
本
に
お
け
る
都
城
史
上
、
ま
さ
に
画
期
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
お
も
な
理
由
は
、
藤
原
京
が
宮
を
そ
の
一
画
に
占
め
る

よ
う
設
計
し
て
造
営
し
た
日
本
初
の
計
画
都
城
だ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
宮
は
、
そ
れ
ま
で
天
皇
の
代
ご
と
に
新
宮
を
新
地
に
営
む
暦
代
遷
宮
を
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基
本
と
し
て
き
た
が
、
変
容
の
期
間
を
経
て
、
藤
原
宮
か
ら
天
皇
が
幾
代
に
も
わ
た
っ
て
居
住
し
政
務
を
お
こ
な
う
よ
う
に
定
ま
っ
た
。
大
極

殿
院
・
朝
堂
院
・
宮
城
門
・
大
垣
な
ど
宮
建
物
に
、
そ
れ
ま
で
仏
寺
に
限
っ
て
い
た
瓦
を
初
め
て
葺
き
、
さ
ら
に
大
極
殿
院
・
朝
堂
院
・
宮
城

首
魁
は
特
に
礎
石
建
物
に
し
た
。
す
な
わ
ち
筥
中
枢
建
物
を
、
板
葺
き
・
掘
立
柱
建
物
か
ら
、
瓦
葺
き
・
礎
石
建
物
に
し
た
の
で
あ
る
。
宮
の

外
側
に
は
街
区
が
広
が
り
、
両
側
に
側
溝
を
そ
な
え
た
直
線
条
坊
道
路
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
都
市
空
間
を
碁
盤
目
状
に
整
然
と
区
画
す
る
。
そ

の
南
北
線
は
、
現
在
の
国
土
方
位
北
と
一
度
も
違
わ
な
い
精
度
で
あ
っ
た
。
藤
原
京
は
、
そ
れ
ま
で
の
都
城
の
あ
り
方
を
大
き
く
変
更
し
、
以

後
の
基
本
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
藤
原
京
に
は
、
き
わ
め
て
多
く
の
研
究
が
集
積
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
最
近
の
発
掘
調
査
成
果
を
紹
介
し
、
そ

の
遺
構
解
釈
の
～
例
を
提
示
す
る
。
こ
の
た
め
先
行
研
究
は
本
論
に
直
接
に
関
わ
る
研
究
の
み
を
取
り
上
げ
る
に
と
ど
め
る
。
詳
細
な
研
究
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
知
り
た
い
方
は
、
林
部
均
ら
の
研
究
に
あ
た
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
①
林
部
均
亡
母
代
宮
都
形
成
過
程
の
研
究
瞬
青
木
書
店
、
二
〇
〇
一
年
。
小
澤
毅
　
　
古
代
都
城
制
の
研
究
藤
原
京
・
平
城
京
の
史
的
意
義
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇

　
　
『
日
本
古
代
宮
都
構
造
の
研
究
』
青
木
書
店
、
二
〇
〇
三
年
。
井
上
和
人
『
日
本
　
　
　
　
　
八
年
。

第
一
章
　
藤
原
宮
と
京
の
関
係

　
宮
と
京
の
空
間
的
な
関
係
は
、
ま
ず
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
宮
や
京
に
関
す
る
遺
構
を
検
出
し
、
そ
の
年
代
と
性
格
を
捕
捉
す
る
、
そ
し
て
遺

構
の
正
確
な
位
置
を
現
代
の
技
術
で
測
量
し
、
そ
の
位
置
関
係
を
数
値
で
検
討
す
る
、
と
い
う
手
順
を
踏
む
。
だ
か
ら
現
地
の
直
接
証
拠
、
す

な
わ
ち
発
掘
調
査
で
み
つ
か
っ
た
遺
構
が
検
討
の
起
点
に
な
る
。

　
だ
が
遺
構
は
造
作
時
の
ま
ま
検
出
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
完
全
に
遺
存
す
る
な
ど
き
わ
め
て
ま
れ
で
あ
る
。
造
作
時
か
ら
現
在
ま

で
に
、
自
然
や
人
工
の
営
力
が
ど
の
程
度
加
わ
っ
た
か
に
よ
っ
て
、
遺
存
度
合
が
異
な
る
。
こ
の
遺
存
度
合
に
よ
っ
て
遺
構
に
関
す
る
解
釈
の

信
頼
性
も
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
道
路
側
溝
は
、
素
掘
り
の
溝
だ
か
ら
、
雨
水
や
水
流
圧
、
さ
ら
に
凌
深
等
に
よ
っ
て
形
が
簡
単
に
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変
わ
る
。
日
本
で
は
主
と
し
て
側
溝
に
よ
っ
て
道
路
遺
構
を
認
定
す
る
。
調
査
面
積
が
狭
か
っ
た
り
調
査
区
の
形
状
に
よ
っ
て
は
、
岡
じ
規
模

の
溝
の
う
ち
で
ど
れ
が
側
溝
に
あ
た
る
か
決
定
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
検
出
し
た
遺
構
は
、
直
接
証
拠

に
な
る
だ
け
に
そ
の
取
り
扱
い
に
充
分
に
注
意
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。

　
さ
て
宮
の
中
心
的
な
建
物
、
大
極
殿
の
位
置
と
規
模
は
、
日
本
型
文
化
研
究
所
に
よ
る
発
掘
調
査
で
定
ま
っ
た
。
日
本
古
文
化
研
究
所
は
、

奈
良
県
橿
原
市
高
殿
町
で
一
九
三
四
年
か
ら
一
九
四
三
年
に
か
け
て
調
査
し
た
。
礎
石
建
物
は
、
原
位
置
を
保
っ
た
礎
石
を
み
つ
け
る
か
、
あ

る
い
は
礎
石
を
据
え
る
た
め
に
根
石
を
置
い
た
礎
石
据
付
穴
を
検
出
す
る
か
し
て
柱
位
置
を
決
定
し
、
次
に
柱
の
並
び
方
に
よ
っ
て
そ
の
建
物

の
規
模
と
構
造
を
、
さ
ら
に
は
建
物
相
互
の
位
置
関
係
、
す
な
わ
ち
建
物
配
置
を
考
定
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
こ
の
検
討
方
法
を
、
日
本
古

文
化
研
究
所
の
調
査
は
藤
原
宮
の
調
査
に
適
用
し
た
。
す
な
わ
ち
「
小
石
の
散
布
状
態
が
異
り
、
部
分
的
に
密
集
し
て
み
る
様
に
思
は
れ
た
の

で
、
試
み
に
そ
の
部
分
を
掘
り
起
し
た
る
に
、
果
し
て
そ
れ
は
単
な
る
小
石
の
集
団
で
は
な
く
、
一
局
部
に
拳
大
の
石
を
人
工
的
に
固
く
揚
き

締
め
た
も
の
で
あ
る
事
を
知
っ
た
。
こ
の
小
石
群
は
、
後
述
の
如
く
、
恐
ら
く
礎
石
の
根
固
め
を
し
た
栗
石
の
名
残
で
あ
る
と
思
は
れ
る
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

説
明
の
便
宜
上
仮
に
「
根
固
め
栗
石
」
と
名
付
け
、
或
は
略
し
て
単
に
「
栗
石
」
と
呼
ぶ
事
と
す
る
。
」
と
し
て
、
た
と
え
礎
石
が
な
く
て
も

こ
の
礎
石
据
え
付
け
時
の
「
根
固
め
栗
石
」
を
み
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
柱
の
存
否
と
そ
の
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
方
針
を
立
て
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
地
元
で
大
宮
土
壇
と
呼
ん
で
い
る
高
ま
り
に
お
い
て
大
極
殿
を
、
そ
の
周
囲
に
大
極
殿
院
回
廊
と
付
属
建
物
を
、
こ
の
南
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

隣
接
し
て
朝
堂
院
お
よ
び
朝
堂
院
回
廊
を
と
、
藤
原
宮
の
主
要
な
建
物
跡
を
発
見
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
後
、
一
九
六
九
年
＝
一
月
か
ら
藤
原

宮
で
発
掘
を
開
始
し
た
奈
良
文
化
財
研
究
所
が
重
複
し
て
設
定
し
た
調
査
区
に
お
い
て
、
B
本
選
文
化
研
究
所
が
発
見
し
た
建
物
等
を
追
認
す

る
場
合
の
多
い
事
実
が
、
日
本
古
文
化
研
究
所
の
調
査
精
度
の
高
さ
を
明
か
し
て
い
る
。

　
藤
原
宮
を
囲
む
大
垣
は
、
一
九
六
六
年
か
ら
一
九
六
九
年
に
か
け
て
奈
良
県
教
育
委
員
会
が
組
織
し
た
藤
原
宮
跡
調
査
実
行
委
員
会
の
調
査

　
　
　
　
　
　
　
③

で
明
ら
か
に
な
っ
た
。
主
と
し
て
藤
原
宮
北
限
・
東
榎
・
西
限
な
ど
に
つ
い
て
、
六
次
に
わ
た
る
発
掘
調
査
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
外
郭
施
設
と
宮
の
大
き
さ
が
判
明
し
た
。
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そ
し
て
こ
の
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
成
果
に
基
づ
い
て
、
岸
俊
男
は
、
藤
原
宮
・
京
の
研
究
を
飛
躍
的
に
前
進
さ
せ
た
。
一
九
六
九
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

そ
の
研
究
成
果
を
報
告
書
に
掲
載
し
た
の
で
あ
る
。
発
掘
調
査
で
新
た
に
発
見
し
た
遺
構
に
、
文
献
史
学
の
成
果
を
存
分
に
あ
て
、
地
理
学
的

検
討
を
重
ね
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
明
確
な
根
拠
を
示
し
て
、
そ
の
成
果
を
簡
明
に
列
挙
す
る
。
だ
か
ら
後
学
は
、
そ
の
一
々
に
つ
い
て
根
拠

と
結
論
を
再
検
討
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
き
わ
め
て
公
正
な
研
究
姿
勢
に
貫
か
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
に
、
そ
の
後
の
研
究
が
、
恣
意
に
陥
る

こ
と
な
く
、
客
観
性
を
維
持
し
な
が
ら
、
累
積
的
に
研
究
を
積
み
上
げ
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
主
要
な
成
果
を
、
幾
つ
か
次

に
列
挙
す
る
。

　
（
一
）
　
日
本
古
文
化
研
究
所
の
発
掘
調
査
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
大
極
殿
は
、
水
田
畦
畔
の
遺
存
地
割
か
ら
推
定
さ
れ
て
い
た
中
ツ
道
と
下
ツ

　
　
　
道
、
す
な
わ
ち
大
和
盆
地
を
南
北
に
縦
走
す
る
両
古
道
の
ち
ょ
う
ど
中
央
に
位
遣
す
る
。

　
（
二
）
　
中
ツ
道
と
下
ツ
道
間
の
距
離
は
、
四
里
（
一
里
匪
音
大
尺
一
五
〇
〇
尺
羅
令
小
鴨
～
八
○
○
尺
）
に
相
当
す
る
。

　
（
三
）
　
中
ツ
道
と
下
ツ
道
問
の
鍾
離
を
三
〇
〇
〇
分
の
一
の
地
図
に
よ
っ
て
、
横
大
路
上
で
計
測
す
る
と
、
二
一
一
八
m
ほ
ど
に
な
る
。
こ

　
　
　
れ
に
よ
る
と
、
一
里
は
ほ
ぼ
五
三
〇
m
と
な
る
。

　
（
四
）
横
大
路
を
北
京
極
と
し
、
一
条
・
一
高
1
1
半
里
を
単
位
と
し
て
通
説
に
し
た
が
い
南
に
　
二
条
1
1
六
里
を
計
る
と
、
南
京
極
は
山
田

　
　
　
道
の
南
約
九
〇
m
に
な
る
。

　
（
五
）
　
磁
心
は
、
発
掘
調
査
成
果
か
ら
朝
堂
院
を
中
央
に
配
置
す
る
二
里
四
方
の
方
形
と
考
え
ら
れ
る
。
宮
域
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

　
　
　
飛
鳥
川
は
宮
域
西
南
隅
の
外
を
か
す
め
て
い
て
、
宮
域
内
を
流
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
（
六
）
　
京
は
、
先
学
の
研
究
か
ら
＝
～
条
黙
坊
と
し
て
南
北
六
里
・
東
西
四
里
の
合
格
を
設
定
し
た
時
、
本
薬
師
寺
の
伽
藍
中
軸
線
は
ち
ょ

　
　
　
う
ど
条
坊
方
格
の
中
軸
線
に
一
致
す
る
。

　
（
七
）
　
藤
原
京
は
、
横
大
路
を
北
京
極
、
中
ツ
道
を
東
京
極
、
下
ツ
道
を
西
京
極
と
し
、
南
北
六
里
・
東
酉
四
里
の
地
域
に
、
～
二
条
八
坊

　
　
　
の
条
坊
制
に
基
づ
い
て
設
定
さ
れ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
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な
ど
、
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
岸
が
示
し
た
藤
原
京
の
ま
さ
に
そ
の
条
坊
道
路
想
定
位
置
で
道
路
側
溝
が
次
々
に
発
見
さ
れ
、
発
掘
調
査
が
岸
説
を
補
強
し
て
い

っ
た
。
し
か
し
一
九
七
九
年
に
な
っ
て
、
岸
説
藤
原
京
の
外
側
で
、
か
つ
京
内
条
坊
道
路
の
延
長
線
上
に
お
い
て
道
路
側
溝
が
発
見
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

そ
の
一
つ
は
、
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
が
二
月
か
ら
翌
一
九
八
○
年
三
月
に
か
け
て
調
査
し
た
橿
原
市
八
木
町
直
上
遺
跡
に
お
い
て
で
、

下
ツ
道
よ
り
西
に
所
在
す
る
。
も
う
一
つ
は
、
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
が
八
月
か
ら
一
〇
月
ま
で
実
施
し
た
橿
原
市
葛
本
町
五
明
寺
遺

　
　
　
⑥

跡
の
調
査
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
は
横
大
路
よ
り
北
、
耳
成
山
よ
り
さ
ら
に
北
に
位
置
す
る
。
以
降
、
岸
説
藤
原
京
域
外
で
条
坊
道
路
遺
構

の
発
見
例
が
、
増
加
の
一
途
を
辿
っ
た
。

　
そ
し
て
つ
い
に
京
域
の
東
西
が
確
定
し
た
の
は
、
岸
の
発
表
か
ら
二
七
年
た
っ
た
～
九
九
六
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
橿
原
市
教
育
委

員
会
と
桜
井
市
文
化
財
協
会
の
発
掘
調
査
に
よ
る
（
図
一
）
。
西
京
極
を
、
橿
原
市
教
育
委
員
会
が
～
九
九
五
年
～
二
月
か
ら
翌
一
九
九
六
年

七
月
に
か
け
て
橿
原
市
妙
法
寺
・
土
橋
・
瞥
我
町
で
実
施
し
た
土
橋
遺
跡
の
調
査
（
橿
教
委
一
九
九
五
一
二
五
次
・
一
九
九
六
1
…
次
調
査
）
で
確

　
　
　
　
　
　
⑦

撰
し
た
の
で
あ
る
。
岸
説
藤
原
京
よ
り
西
、
畝
傍
山
西
麓
の
ほ
ぼ
北
延
長
線
上
で
、
南
北
道
路
に
東
西
道
路
が
T
鱗
状
に
取
り
付
き
、
東
西
道

路
が
西
側
に
出
な
い
こ
と
が
判
明
し
て
、
こ
こ
に
西
京
極
が
確
定
し
た
。
東
京
極
は
、
桜
井
市
文
化
財
協
会
が
一
九
九
六
年
三
月
か
ら
九
月
に

か
け
て
実
施
し
た
桜
井
市
大
字
上
之
庄
に
所
在
す
る
上
之
庄
遺
跡
第
四
次
調
査
で
明
ら
か
に
し
た
。
南
北
道
路
を
検
出
し
、
こ
れ
が
土
橋
遺
跡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

で
検
出
し
た
南
北
道
路
と
同
規
模
で
あ
り
、
か
つ
藤
原
宮
の
中
軸
線
か
ら
西
京
極
と
等
距
離
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
⑩

　
こ
れ
ら
の
発
掘
調
査
成
果
を
受
け
て
、
中
村
太
一
と
小
澤
毅
は
、
～
条
・
一
難
荘
一
里
1
1
一
五
〇
〇
大
尺
1
1
五
三
〇
m
を
単
位
に
、
京
域
が

南
北
一
〇
条
・
東
西
一
〇
坊
の
正
方
形
で
、
宮
が
そ
の
中
央
に
位
置
す
る
と
す
る
藤
原
学
説
を
提
示
し
た
。
楠
元
哲
夫
が
示
し
た
藤
原
宮
・
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
原
型
が
『
周
智
隔
の
王
城
に
あ
る
と
す
る
案
を
、
申
村
は
土
橋
遺
跡
で
検
出
し
た
道
路
遺
構
を
検
討
し
て
東
西
の
京
極
を
決
定
し
、
条
坊
が

北
に
さ
ら
に
伸
び
る
こ
と
か
ら
一
条
北
に
京
極
を
想
定
し
、
南
京
極
に
つ
い
て
は
遺
存
地
割
や
地
名
、
さ
ら
に
三
瀬
丸
山
古
墳
前
方
部
の
切
り

崩
し
部
を
根
拠
に
し
て
、
京
の
中
央
に
宮
を
置
く
中
国
本
土
に
お
い
て
さ
え
類
例
の
な
い
形
態
を
提
案
し
て
現
実
化
し
、
小
澤
は
『
養
老
令
』

42　（42）



「藤原京の成立」遺構解釈の一例（深澤）
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　　　①橿教委2004－11次調査
　　　②橿教委1995－25次・1996－1次調査

　　　③　上之庄遺跡第4次調査

　　　④橿教委1992－23次講査
　　　⑤橿教委1997－23次・1998－！次調査
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ミ｛・・… ?　＼

藤原第60一・3次調査、藤原京右京十条四坊調査、橿教委1995－20次調査
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「
戸
令
」
・
「
職
員
令
」
に
記
載
さ
れ
た
左
京
職
に
坊
令
十
二
人
を
お
く
規
定
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
条
坊
推
定
は
、
一
〇
条
・

一
〇
坊
と
し
て
整
合
的
な
解
釈
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
、
文
献
上
の
問
題
を
克
服
し
た
。

　
そ
の
後
、
橿
原
市
教
育
委
員
会
が
二
〇
〇
四
年
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
橿
原
市
新
口
町
で
実
施
し
た
橿
教
委
二
〇
〇
四
－
一
一
次
調
査
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

中
村
と
小
澤
が
想
定
す
る
位
置
で
北
京
極
道
路
を
発
見
し
た
。
南
は
～
条
分
界
に
あ
た
る
道
路
側
溝
ま
で
で
（
橿
教
委
一
九
九
ニ
ー
二
一
二
次
調
査
）
、

南
京
極
道
路
は
ま
だ
未
発
見
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
に
、
中
村
・
小
澤
説
藤
原
京
の
京
域
内
に
お
い
て
そ
の
条
坊
道
路
想
定
位
置
で
側
溝
の
み
つ
か
る
例
が
相
次
い
で
い
る
。
こ
の
調

査
成
果
か
ら
、
本
稿
は
申
村
・
小
澤
説
藤
原
京
を
支
持
す
る
。
そ
し
て
南
京
極
に
つ
い
て
は
、
発
掘
調
査
の
性
格
を
考
慮
し
、
今
後
の
発
見
を

待
つ
こ
と
に
す
る
。

　
以
下
、
特
に
こ
と
わ
る
必
要
が
な
け
れ
ば
中
村
・
小
澤
説
藤
原
京
を
単
に
藤
原
京
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
藤
原
京
の
条
坊
呼
称
は
、
岸
説
藤
原
京

条
坊
延
長
呼
称
で
は
な
く
、
平
城
京
条
坊
呼
称
に
倣
う
こ
と
に
す
る
。

①
日
本
古
文
化
研
究
所
欄
藤
原
宮
趾
伝
説
地
高
殿
の
調
査
応
（
日
本
古
文
化

　
研
究
所
報
告
第
二
）
一
九
三
六
年
、
三
〇
・
三
一
頁

②
　
本
章
注
①
前
掲
書
、
日
本
古
文
化
研
究
所
開
藤
原
宮
趾
伝
説
地
商
殿
の
調
査

　
二
』
（
日
本
古
文
化
研
究
所
報
告
第
＝
）
一
九
四
一
年
。

③
奈
良
県
教
育
委
員
会
『
藤
原
宮
－
国
道
工
ハ
五
号
線
バ
イ
パ
ス
に
伴
う
宮
域

　
調
査
－
紬
（
奈
良
県
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報
告
　
第
二
五
冊
）
一
九
六

　
九
年
。

④
岸
俊
男
「
京
域
の
想
定
と
藤
原
京
条
坊
制
」
『
藤
原
宮
一
国
道
一
六
五
号
線

　
バ
イ
パ
ス
に
伴
う
蝋
型
調
査
よ
（
奈
良
県
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報
告

　
第
二
心
血
冊
…
）
　
～
九
⊥
ハ
九
年
。

⑤
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
㎎
橿
原
市
院
上
遺
跡
㎞
（
奈
良
県
文
化
財
調
査

　
報
告
（
第
四
〇
集
）
）
一
九
八
三
年
。

⑥
中
井
～
夫
・
松
田
真
一
「
橿
原
市
葛
本
町
藤
原
京
条
坊
関
連
遺
構
の
調
査
」

　
『
奈
良
県
遣
跡
調
査
概
報
一
九
七
九
年
度
幅
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
編
集
、

　
奈
良
県
教
育
委
員
会
発
行
、
一
九
八
一
年
。

⑦
橿
原
市
教
育
委
員
忌
門
土
橋
遺
跡
の
調
査
」
『
平
成
八
年
度
奈
良
県
内
市
町
村

　
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
会
資
料
』
奈
良
県
内
灘
南
村
埋
蔵
文
化
財
担
当
者
連

　
絡
協
議
会
、
一
九
九
七
年
。
橿
原
市
千
塚
資
料
館
「
土
橋
遺
跡
（
北
妙
法
寺
・
曽

　
我
・
土
橋
町
）
」
『
か
し
は
ら
の
歴
史
を
さ
ぐ
る
五
　
平
成
八
年
度
埋
蔵
文
化
財
発

　
掘
調
査
速
報
展
』
　
一
九
九
七
年
。

⑧
桜
井
市
文
化
財
協
会
門
上
之
庄
遺
跡
第
四
次
発
掘
調
査
の
概
要
」
『
平
成
八
年

　
度
奈
良
県
内
寮
町
村
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
会
資
料
』
奈
良
県
内
市
町
村
埋

　
蔵
文
化
財
担
当
者
連
絡
協
議
会
、
一
九
九
七
年
。

⑨
中
村
太
一
「
藤
原
京
と
『
周
礼
臨
王
城
プ
ラ
ン
偏
㎎
日
本
歴
史
』
一
九
九
六
年
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一
一
月
号
（
吉
川
弘
文
館
）
一
九
九
六
年
。

⑩
小
澤
毅
「
古
代
都
市
門
藤
原
京
」
の
成
立
偏
噌
考
古
学
研
究
』
第
四
四
巻
第
三

　
号
（
考
古
学
研
究
会
）
一
九
九
七
年
。

⑪
楠
元
哲
夫
「
藤
原
京
の
雨
域
」
『
橿
原
市
早
上
遺
跡
睡
（
奈
良
県
文
化
財
調
査
報

　
告
（
第
四
〇
集
）
）
一
九
八
三
年
。

⑫
橿
原
市
教
育
委
員
会
門
橿
教
委
二
〇
〇
四
一
＝
次
大
藤
原
京
右
京
北
六
条
六

　
坊
」
欄
平
成
｝
六
（
工
○
〇
四
）
年
度
橿
原
市
文
化
財
調
査
年
報
㎞
二
〇
〇
六
年
。

⑬
竹
田
政
敬
「
藤
原
京
右
京
十
二
条
四
坊
」
『
大
和
を
掘
る
一
九
九
二
年
度
発

　
掘
調
査
速
報
展
＝
謡
　
　
九
九
三
年
。
竹
田
正
則
噸
平
成
九
年
度
特
別
展
　
藤
原

　
京
－
最
近
の
調
査
成
果
よ
り
よ
橿
原
市
千
塚
資
料
館
、
　
一
九
九
八
年
。

第
二
章
条
坊
道
路

「藤原京の成立」遺構解釈の一例（深澤）

第
～
節
　
京
域
の
条
坊
道
路

　
卓
説
藤
原
京
は
、
そ
の
後
の
発
掘
調
査
成
果
に
よ
っ
て
中
村
・
小
澤
説
藤
原
京
に
い
わ
ば
発
展
的
に
修
正
・
拡
大
し
た
。
だ
が
藤
原
京
の
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
②
　
　
　
　
③

坊
施
工
に
際
し
て
岸
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
横
大
路
・
中
ツ
道
・
下
ツ
道
と
い
う
既
存
の
古
道
が
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
つ
ま
り
方
位
の
振
れ
、
条
坊
道
路
問
の
距
離
、
さ
ら
に
そ
の
空
間
位
遣
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
一
九
八
四
年
に
井
上
和
人
は
、
条
坊
道
路
に
関
す
る
研
究
を
公
表
し
た
。
そ
れ
は
発
掘
調
査
成
果
を
吟
味
検
討
し
て
、
施
工
当
時
に
道
路
の

幅
員
（
路
面
幅
）
と
側
溝
幅
に
規
格
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
、
そ
の
復
原
に
成
功
し
て
、
そ
の
数
値
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
大
宝
令
に
よ
れ
ば

度
地
尺
、
す
な
わ
ち
土
地
測
量
尺
に
は
大
尺
を
用
い
る
規
定
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
一
大
尺
1
1
一
・
二
小
尺
の
関
係
に
あ
る
。
井
上
は
調
査
成
果

に
基
づ
い
て
、
一
大
尺
が
三
五
・
四
㎝
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
か
め
る
。
そ
し
て
朱
雀
大
路
の
宮
南
側
部
分
、
宮
南
面
の
六
条
大
路
、
さ
ら
に
東

一
坊
大
路
を
除
外
す
る
と
、
条
坊
道
路
幅
員
に
は
大
中
小
の
三
種
が
あ
っ
て
、
四
〇
大
尺
、
二
〇
大
尺
、
一
五
大
尺
で
構
成
す
る
と
し
た
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
後
も
井
上
は
こ
の
研
究
を
細
心
・
精
細
に
推
し
進
め
、
道
路
の
幅
員
と
溝
と
の
細
か
な
関
係
を
宮
・
京
に
お
い
て
体
系
付
け
た
。

　
な
お
宮
南
面
地
区
の
朱
雀
大
路
幅
員
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
六
条
大
路
と
東
一
坊
大
路
に
つ
い
て
い
ま
だ
に
確
定
し
て
い
な
い
が
、

井
上
が
明
ら
か
に
し
た
こ
の
他
の
道
路
幅
員
、
四
〇
大
尺
、
二
〇
大
尺
、
一
五
大
尺
は
、
こ
れ
ら
の
道
路
側
溝
幅
が
五
大
尺
な
の
で
、
溝
両
肩
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部
の
中
央
を
溝
心
と
し
、
両
側
溝
心
の
距
離
を
側
溝
心
々
間
距
離
と
呼
ん
で
、
側
溝
心
々
間
距
離
に
換
算
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
四
五
大
尺
、
二

五
大
尺
、
二
〇
大
尺
に
な
る
。
こ
の
三
種
は
、
藤
原
京
で
は
、
基
本
的
に
大
路
、
匿
路
、
小
路
、
に
対
応
す
る
。
す
な
わ
ち
道
路
心
で
一
里
ご

と
に
大
路
が
あ
り
、
そ
の
申
央
に
問
路
が
、
大
路
と
言
路
の
真
ん
中
に
小
路
を
配
置
し
て
、
条
坊
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。

　
道
路
側
溝
は
素
掘
り
な
の
で
、
埋
没
時
ま
で
に
自
然
・
人
工
の
営
力
が
加
わ
り
、
造
作
時
言
初
の
形
状
か
ら
多
か
れ
少
な
か
れ
変
形
し
て
い

る
。
か
つ
削
平
の
程
度
に
よ
っ
て
、
そ
の
平
面
の
大
き
さ
・
長
さ
も
変
動
す
る
。
本
稿
で
は
、
道
路
規
模
を
側
溝
心
々
問
距
離
で
検
討
す
る
と

し
、
こ
れ
を
大
尺
で
表
し
、
加
え
て
溝
の
変
形
か
ら
く
る
誤
差
を
考
慮
し
て
五
の
倍
数
を
単
位
と
す
る
。

第
二
節
　
宮
内
の
条
坊
道
路

　
宮
域
で
も
条
坊
道
路
遺
構
が
み
つ
か
る
。
奈
良
文
化
財
研
究
所
は
、
こ
の
条
坊
痕
跡
が
古
塁
の
遺
構
と
重
複
す
る
地
点
で
検
討
し
て
古
新
の

関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
宮
完
成
前
の
遺
構
と
判
断
し
、
先
行
条
坊
と
呼
ん
で
き
た
。
藤
原
宮
で
一
九
九
九
年
に
お
こ
な
っ
た
飛
鳥
藤
原
第
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

○
○
次
調
査
（
内
裏
地
区
）
（
図
解
）
で
、
先
行
条
坊
と
は
別
の
条
坊
痕
跡
が
み
つ
か
っ
た
。
重
複
し
た
箇
所
で
先
後
関
係
を
検
討
し
、
こ
れ
ま

で
知
ら
れ
て
い
た
先
行
条
坊
よ
り
古
い
こ
と
を
確
か
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
先
行
条
坊
と
区
別
し
て
、
先
々
行
条
坊
と
呼
ん
だ
。
な
お
、
奈

良
文
化
財
研
究
所
で
は
、
調
査
次
数
に
「
飛
鳥
藤
原
」
を
冠
す
る
が
、
煩
裟
な
の
で
以
下
で
は
「
飛
鳥
」
を
省
略
し
て
、
「
藤
原
」
だ
け
を
冠

す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
こ
こ
で
藤
原
第
一
〇
〇
次
調
査
と
藤
原
第
｝
〇
七
次
調
査
（
朝
堂
院
地
区
）
の
成
果
に
よ
っ
て
、
先
々
行
条
坊
と
先
行
条
坊
を
も
う
少
し
詳

し
く
み
て
お
こ
う
（
図
三
）
。

　
両
調
査
区
は
朝
堂
院
圓
廊
東
北
隅
部
と
そ
の
南
接
地
、
す
な
わ
ち
五
条
大
路
と
東
一
坊
坊
間
西
小
路
の
交
差
部
に
あ
た
る
（
旨
意
）
。
先
行

条
坊
は
、
五
条
大
路
と
東
一
坊
坊
間
西
小
路
と
も
す
べ
て
の
道
路
側
溝
が
み
つ
か
っ
た
が
、
先
々
行
条
坊
の
場
合
は
、
五
条
大
路
以
南
で
は
東

一
坊
坊
問
西
小
路
が
両
側
溝
と
も
欠
い
て
い
た
。
後
世
に
削
平
さ
れ
た
と
は
考
え
が
た
い
状
況
に
あ
っ
た
の
で
、
五
条
大
路
以
南
の
東
一
坊
坊
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「藤原京の成立」遺構解釈の一例（深澤）
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東一坊坊間
　西小路

（zil）

　　五　条大路5）
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閏」　昭

五　条　大　路
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東一坊坊間
　西小路
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図三　藤原第100・第107次調査区主要遺構変遷図

1先々行条坊期

2先行条坊前期

朝堂院回廊

3先行条坊後期

4藤原宮期
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内
裏
外
郭
塀
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「藤原京の成立」遺構解釈の一例（深澤）

黙編碧　＿灘箋購轟

魏

、
糊
ご

欝
意

図四　先々行・先行条坊五条大路（手前）

　　　（南から、藤原第100次調査）

と東一坊坊間西小路（右奥）

間
西
小
路
は
施
工
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
先
々
行
に
も
先
行
に
も
ど
ち
ら
の
条
坊
で
も
道
路

に
沿
っ
た
塀
の
柱
穴
が
み
つ
か
っ
た
。
と
も
に
五
条
大
路

と
東
一
坊
坊
間
西
小
路
の
交
差
部
分
の
西
北
区
画
部
分
に

お
い
て
で
あ
る
。
調
査
区
内
で
、
先
々
行
条
坊
に
は
南
北

七
間
分
、
東
西
一
一
問
分
が
あ
り
、
柱
問
は
約
二
・
七
m
、

そ
し
て
ず
れ
た
位
置
に
先
行
条
坊
の
南
北
一
一
間
、
東
西

】
五
問
分
が
あ
り
、
柱
間
は
南
北
塀
が
二
・
一
m
、
東
西
塀

は
不
揃
い
で
あ
っ
た
。
先
々
行
条
坊
や
頭
初
の
先
行
条
坊

に
と
も
な
っ
て
掘
立
柱
塀
を
設
け
て
い
る
事
実
は
、
近
隣

の
条
坊
道
路
が
完
備
し
て
か
ら
初
め
て
坪
内
の
建
物
を
造

作
し
始
め
る
の
で
は
な
く
て
、
道
路
造
成
と
併
行
し
て
坪

内
を
整
備
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
調
査
区
内
で
は
先
々
行
条
坊
側
溝
と
先
行
条
坊
側
溝
が

ほ
ぼ
平
行
し
て
い
る
か
ら
、
先
々
行
と
先
行
条
坊
の
条
坊

北
は
あ
ま
り
違
わ
な
い
。

　
で
は
先
々
行
条
坊
と
先
行
条
坊
の
道
路
規
模
は
ど
う
か
。

計
測
す
る
場
所
で
や
や
ば
ら
つ
き
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
五

条
大
路
は
側
溝
心
々
飛
距
離
で
、
先
々
行
条
坊
が
一
三
・
七
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図五　南北lve　S　D　1925（左から2条目の溝）

　　　中央奥の林が大極殿位置

　　　（北から、藤原第20次調査）

と先行条坊朱雀大路・五条条間南小路

m
（
四
〇
大
尺
）
、
先
行
条
坊
が
一
六
・
五
m
（
四
五
大
尺
）
。

東
一
坊
坊
間
西
小
路
は
側
溝
心
々
間
距
離
は
、
先
々
行

条
坊
が
五
・
二
m
（
一
五
大
尺
）
、
先
行
条
坊
が
七
・
一
m

（
二
〇
大
尺
）
で
あ
っ
た
。
基
準
尺
は
、
先
々
行
条
坊
と

先
行
条
坊
と
も
に
大
尺
で
あ
る
。

　
そ
し
て
先
々
行
条
坊
と
先
行
条
坊
は
、
近
接
し
た
位

置
に
あ
る
。
道
路
心
で
み
る
と
、
五
条
大
路
心
は
先
行

が
先
々
行
条
坊
の
南
三
・
五
m
に
、
ま
た
東
一
坊
坊
間
西

小
路
心
は
先
行
が
先
々
行
条
坊
の
東
三
・
二
m
に
あ
る
。

　
藤
原
第
一
〇
〇
次
調
査
区
と
藤
原
第
一
〇
七
次
調
査

区
で
み
つ
か
っ
た
先
々
行
条
坊
五
条
大
路
・
東
一
坊
坊

問
西
小
路
に
つ
い
て
、
過
去
の
調
査
を
振
り
返
っ
て
み

る
と
東
一
坊
難
問
西
小
路
は
藤
原
第
四
次
調
査
で
す
で

に
み
つ
か
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
五
条
大
路
は
そ
の
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
藤
原
第
一
四
八
次
調
査
（
大
極
殿
図
南
門
地
区
）
や
藤
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

第
一
六
〇
次
調
査
（
朝
堂
院
回
廊
・
大
極
殿
院
回
廊
地
区
）

で
そ
の
延
長
部
を
確
か
め
て
い
る
。

　
先
行
条
坊
朱
雀
大
路
東
側
溝
の
す
ぐ
西
に
南
北
溝
S

D
一
九
二
五
が
あ
る
（
図
五
）
。
こ
の
溝
に
つ
い
て
寺
崎
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「藤原京の成立」遺構解釈の一例（深澤）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

保
広
と
小
澤
は
先
々
行
条
坊
朱
雀
大
路
東
側
溝
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
S
D
一
九
二
五
は
、
藤
原
第
一
八
次
調
査
（
北
面
中
門
地
区
）
で
、

東
肩
が
先
行
条
坊
に
重
複
し
て
お
り
、
先
行
条
坊
よ
り
古
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
南
三
〇
〇
m
に
設
定
し
た
藤
原
第
二
〇
次
調
査

　
　
　
　
　
　
　
⑫

区
（
大
極
殿
北
方
地
区
）
で
は
、
溝
心
が
先
行
条
坊
東
側
聖
心
の
馬
脚
・
七
m
に
あ
っ
た
。
条
坊
北
は
、
S
D
一
九
二
五
が
先
行
条
坊
朱
雀
大
路

東
側
溝
よ
り
や
や
東
に
振
れ
て
い
る
。
ま
た
S
D
一
九
二
五
の
西
に
五
条
大
路
側
溝
心
々
間
距
離
四
〇
大
尺
と
同
規
模
の
位
置
に
は
南
北
溝
が

な
い
も
の
の
、
四
〇
大
尺
の
計
算
上
の
位
置
は
先
行
朱
雀
大
路
西
側
溝
の
西
○
・
五
六
m
に
あ
っ
て
、
S
D
一
九
二
五
か
ら
復
原
で
き
る
大
路

と
先
行
条
坊
朱
雀
大
路
は
路
面
が
ほ
ぼ
重
複
す
る
。
こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
S
D
一
九
二
五
は
先
々
行
条
坊
朱
雀
大
路
東
側
溝
に
あ
た
る
と
す
る

寺
崎
・
小
澤
の
推
定
を
支
持
す
る
。
先
々
行
条
坊
朱
雀
大
路
東
側
溝
は
、
北
は
藤
原
第
一
八
次
調
査
区
か
ら
、
南
は
藤
原
第
二
〇
次
調
査
区
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

藤
原
第
一
四
八
次
調
査
区
、
藤
原
第
一
五
三
次
調
査
区
（
朝
堂
院
朝
庭
地
区
）
、
藤
原
第
一
六
三
次
調
査
区
（
朝
堂
院
院
宣
地
区
）
で
み
つ
か
っ
て

い
る
の
で
、
そ
の
南
北
長
は
少
な
く
と
も
五
六
〇
m
は
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
藤
原
第
二
〇
次
調
査
で
は
、
先
行
五
条
条
問
南
小
路
が

み
つ
か
っ
て
い
る
の
に
、
こ
の
小
路
に
対
応
す
る
先
々
行
条
坊
は
や
は
り
な
い
。

　
つ
ま
り
先
々
行
条
坊
は
、
朱
雀
大
路
東
側
溝
が
南
北
五
六
〇
m
、
東
一
坊
坊
間
西
小
路
は
南
北
が
一
〇
〇
m
、
ま
た
五
条
大
路
は
東
西
が
一

七
〇
m
の
範
囲
に
は
施
工
し
て
い
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
が
し
か
し
朱
雀
大
路
は
西
側
溝
が
、
東
～
坊
坊
問
西
小
路
は
五
条
大
路
以
南
が
、
お

よ
び
五
条
条
問
南
小
路
が
、
そ
れ
ぞ
れ
未
着
手
で
あ
っ
た
点
を
重
視
し
て
お
き
た
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
先
行
条
坊
は
、
小
規
模
調
査
し
か
な
く
て
ま
だ
確
認
で
き
て
い
な
い
五
条
条
問
北
小
路
を
除
け
ば
、
宮
内
で
は
こ
れ
以
外
の
、

五
条
条
間
路
、
五
条
条
間
南
小
路
、
五
条
大
路
、
六
条
条
間
北
小
路
、
六
条
条
間
路
、
六
条
条
野
南
小
路
、
朱
雀
大
路
、
東
一
坊
坊
間
西
小
路
、

東
一
坊
坊
間
路
、
東
一
坊
坊
間
東
小
路
、
西
一
坊
坊
日
東
小
路
、
西
一
坊
坊
間
路
、
西
一
坊
坊
間
西
小
路
が
、
す
べ
て
み
つ
か
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
先
々
行
条
坊
と
先
行
条
坊
は
、
ま
ず
①
時
聞
的
に
先
後
の
関
係
に
あ
り
、
と
も
に
②
近
似
し
た
条
坊
北
を
共
有
し
、
③
大
尺
を

基
準
尺
と
し
、
④
近
接
し
た
位
置
に
あ
っ
て
、
⑤
道
路
設
置
と
坪
内
の
塀
の
建
設
を
併
行
し
て
作
業
し
て
い
な
が
ら
も
、
⑥
道
路
幅
の
規
格
を
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先
々
行
条
坊
よ
り
先
行
条
坊
が
五
大
尺
ず
つ
拡
大
し
て
お
り
、
⑦
先
々
行
条
坊
は
五
条
大
路
と
東
一
坊
坊
間
西
小
路
交
差
部
を
含
む
宮
内
東
北

部
で
条
坊
施
工
を
開
始
し
て
結
局
未
完
成
で
あ
っ
た
が
、
対
し
て
⑧
先
行
条
坊
は
宮
内
に
お
い
て
施
工
が
完
了
し
て
い
た
と
推
定
で
き
る
状
況

に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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第
三
節
　
藤
原
宮
・
京
の
条
坊
道
路

　
｝
九
九
九
年
に
奈
良
国
立
文
化
財
耐
究
所
（
当
時
）
は
、
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
、
橿
原
市
教
育
委
員
会
、
桜
井
市
教
育
委
員
会
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

協
力
を
得
て
、
『
藤
原
京
研
究
資
料
（
　
九
九
八
）
』
を
、
作
成
・
刊
行
し
た
。
こ
の
作
業
は
岸
説
藤
原
京
の
範
囲
を
越
え
て
条
坊
遺
構
が
み
つ

か
り
、
調
査
機
関
を
越
え
て
遺
構
や
そ
の
測
量
デ
ー
タ
等
を
照
合
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
二
〇
〇
〇
年
に
は
こ
れ
を
、

霧
料
逓
藤
原
至
要
条
坊
藩
の
難
し
と
題
し
て
・
一
部
デ
ー
タ
の
訂
正
を
お
こ
な
・
て
・
『
研
究
論
集
海
に
遣
し
た
・

　
こ
の
作
業
に
よ
っ
て
、
宮
内
の
先
行
条
坊
と
宮
外
の
条
坊
は
、
条
坊
方
位
の
振
れ
、
条
坊
道
路
の
規
格
、
そ
の
割
り
付
け
が
一
致
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

が
確
認
さ
れ
、
こ
れ
は
さ
ら
に
入
倉
徳
裕
の
詳
細
な
デ
ー
タ
解
析
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た
。

　
宮
内
外
の
道
路
が
一
体
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
境
界
付
近
で
検
出
さ
れ
た
条
坊
道
路
遺
構
が
、
補
強
す
る
。
た
と
え
ば
宮
城
門
で
は
、
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

面
中
門
で
朱
雀
大
路
が
、
東
面
北
門
で
五
条
条
血
路
（
藤
原
第
二
七
次
調
査
）
が
、
西
面
南
門
で
六
条
京
間
路
（
藤
原
第
九
六
次
調
査
）
が
、
み
つ

か
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
橿
原
布
教
育
委
員
会
に
よ
る
橿
教
委
二
〇
〇
四
一
四
次
調
査
で
、
宮
外
周
帯
で
五
条
北
小
路
南
北
両
側
溝
を
検
出
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
の
北
側
溝
が
西
一
坊
大
路
東
側
溝
に
接
続
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
は
、
藤
原
宮
・
京
の
条
坊
は
、
宮
内
先
行
条
坊
と
宮
外
条
坊
と
が
、
一
連
に
計
画
・
施
工
さ
れ
た
こ
と
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本

稿
で
は
、
以
下
、
そ
の
先
後
関
係
を
重
視
し
、
先
々
行
条
坊
を
第
一
次
条
坊
、
宮
内
先
行
条
坊
・
宮
外
条
坊
を
第
二
次
条
坊
、
と
呼
ぶ
。

　
さ
て
藤
原
京
の
中
心
は
、
朱
雀
大
路
と
五
条
大
路
そ
れ
ぞ
れ
の
中
軸
交
点
位
置
に
あ
る
。
こ
の
朱
雀
大
路
と
五
条
大
路
と
の
交
差
部
は
、
藤

原
第
一
四
八
次
調
査
区
で
調
査
し
て
お
り
、
大
極
殿
院
南
門
と
重
複
し
そ
の
中
軸
交
点
は
大
極
殿
院
南
門
心
に
ほ
ぼ
一
致
し
た
。
大
極
殿
函
南



門
は
、
大
極
殿
の
南
七
五
m
に
あ
っ
て
、
大
極
殿
院
と
朝
堂
院
の
結
節
部
分
に
あ
た
る
重
要
な
建
物
で
あ
る
。
さ
ら
に
宮
周
囲
に
は
大
垣
が
南

北
九
〇
七
m
・
東
西
九
二
五
m
あ
り
、
そ
の
条
坊
大
路
・
間
路
位
置
に
は
き
ち
ん
と
割
り
付
け
た
宮
城
門
が
開
き
、
そ
の
外
側
に
外
濠
が
あ
り
、

南
北
幅
八
O
m
、
東
西
幅
七
一
m
前
後
の
空
閑
地
か
ら
な
る
外
周
帯
が
四
方
に
あ
っ
て
、
条
坊
道
路
が
こ
の
外
側
に
接
す
る
。
さ
ら
に
条
坊
道

路
が
縦
横
に
展
開
し
て
、
東
西
南
北
一
〇
里
1
1
五
・
三
㎞
の
都
城
を
形
成
し
、
こ
の
う
ち
三
条
大
路
は
横
大
路
に
、
東
二
坊
大
路
は
中
ツ
道
に
、

西
二
坊
大
路
は
下
ツ
道
に
接
続
し
て
、
京
外
に
通
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
藤
原
京
は
、
宮
の
中
心
に
焦
点
を
お
い
て
、
ほ
ぼ
同
心
方

状
に
順
次
拡
大
展
開
し
て
い
く
と
い
う
、
ま
さ
に
図
式
的
な
人
工
都
市
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
四
節
　
朱
　
雀
　
大
　
路

「藤原京の成立」遺構解釈の一一例（深澤）

　
朱
雀
大
路
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
藤
原
京
の
中
央
を
南
北
に
貫
く
幹
線
道
路
で
あ
る
。
宮
内
お
よ
び
宮
以
北
に
お
い
て
は
、
側
溝
心
々
問
距

離
が
四
五
大
尺
で
他
の
大
路
と
同
規
模
に
施
工
し
た
の
に
対
し
て
、
宮
南
面
に
お
い
て
は
七
〇
大
尺
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

南
面
が
七
〇
大
尺
で
あ
っ
た
と
す
る
の
は
、
藤
原
第
一
七
i
二
次
調
査
・
藤
原
第
　
七
－
三
次
調
査
（
朱
雀
大
路
地
区
）
と
藤
原
第
二
三
次
調

査
（
朱
雀
大
路
地
幽
）
で
検
出
し
た
溝
の
理
解
に
基
づ
く
・

　
そ
し
て
東
側
溝
位
置
は
、
入
倉
が
「
先
行
条
坊
東
側
溝
心
の
延
長
線
上
に
あ
る
の
で
、
両
者
の
幅
員
の
差
は
、
西
側
溝
の
位
麗
の
ズ
レ
か
ら

生
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
現
状
の
理
解
で
は
朱
雀
大
路
心
と
朱
雀
門
心
が
ず
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
少
々
検
討
し
て
み
よ
う
。
測
地
座
標
値
に
は
、
日
本
測
地
系
と
世
界
測
地
系
と
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
日
本
測
地
系
を
用
い
る
。
世

界
測
地
系
か
ら
日
本
測
地
系
へ
の
変
換
は
、
飛
鳥
藤
原
地
域
に
お
い
て
は
、
南
北
軸
X
座
標
に
マ
イ
ナ
ス
三
四
六
・
五
m
を
、
東
西
軸
Y
座
標

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

に
プ
ラ
ス
ニ
六
丁
六
m
を
加
算
し
て
求
め
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
座
標
値
は
、
小
澤
毅
が
糊
吉
備
池
廃
寺
発
掘
調
査
報
告
書
隔
に
掲
載
し

た
数
値
に
よ
る
こ
と
に
す
る
。

　
さ
て
朱
雀
門
は
藤
原
宮
の
他
の
宮
城
門
と
同
様
に
、
桁
行
五
二
・
梁
行
二
間
、
愚
問
五
・
〇
四
m
の
礎
石
建
物
で
あ
る
。
朱
雀
門
は
藤
原
第
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17－2・23次西側磁心延長
　　　（Y－17，435．6）

朱雀門田
（Y－17，419．4）

17－3次東｛則溝心延長
　　（Y－17，410．8） 朱雀門心X－167，019．8

　　　　　　　　　32．4m（93．5大尺）

図六　藤原宮南面地区における朱雀門と朱雀大路東西側溝

　
　
　
⑳

一
次
調
査
で
、
桁
行
三
間
分
と
淫
行
二
間
を
含
む
調
査
区
を
発
掘
し
、
礎
石
据
付
穴
に
よ
っ
て
そ
の
建
物
心
の
座
標

値
が
確
定
し
て
い
る
。
ま
た
北
面
中
門
地
区
で
実
施
し
た
藤
原
第
一
八
次
調
査
で
北
面
中
門
心
の
座
標
値
が
明
ら
か

　
　
　
⑳

に
な
っ
た
。
両
建
物
心
を
結
ん
だ
中
軸
線
は
、
座
標
北
に
対
し
て
西
に
○
度
三
七
分
｝
○
秒
振
れ
て
い
る
。
こ
の
振

れ
に
合
わ
せ
て
、
朱
雀
人
心
X
座
標
位
置
マ
イ
ナ
ス
一
六
七
、
〇
一
九
・
八
m
に
南
の
調
査
区
（
藤
原
第
一
七
一
二
・
三

次
調
査
と
藤
原
第
二
一
二
次
調
査
）
で
検
出
し
た
朱
雀
大
路
両
側
溝
心
を
移
動
し
て
く
る
と
、
こ
の
朱
雀
大
路
心
Y
座
標

は
マ
イ
ナ
ス
…
七
、
四
二
三
二
m
で
、
朱
雀
門
心
の
Y
座
標
マ
イ
ナ
ス
…
七
、
四
　
九
・
四
m
の
西
三
・
七
m
に
位

置
す
る
。
こ
の
よ
う
に
朱
雀
門
と
朱
雀
大
路
は
、
現
状
で
は
整
合
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
朱
雀
門
地
区
の
調
査
で
は
、
先
行
す
る
条
坊
道
路
も
含
め
て
朱
雀
大
路
の
側
溝
は
み
つ
か
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で

朱
雀
門
の
南
の
地
区
で
み
つ
か
っ
た
両
側
溝
を
朱
雀
門
心
と
北
面
中
門
心
の
振
れ
に
合
わ
せ
て
朱
雀
回
心
X
座
標
位

置
に
移
動
し
て
、
朱
雀
大
路
東
側
溝
心
Y
座
標
マ
イ
ナ
ス
一
七
、
四
一
〇
・
八
m
と
西
側
溝
心
Y
座
標
マ
イ
ナ
ス
一

七
、
四
三
五
・
六
m
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
別
飼
に
検
討
す
る
（
図
六
）
。

　
ま
ず
東
側
右
心
を
朱
雀
門
心
で
折
り
返
す
と
、
側
溝
心
々
間
距
離
が
一
七
・
二
m
で
、
四
八
・
六
大
尺
に
な
り
、
大

路
の
側
溝
心
々
問
距
離
四
五
大
尺
に
近
い
数
値
に
な
る
。
道
路
規
模
は
宮
内
以
北
に
近
似
す
る
。
な
お
北
面
中
門
で

は
先
行
条
坊
朱
雀
大
路
東
西
両
側
溝
が
検
出
さ
れ
て
お
り
、
先
行
条
坊
朱
雀
大
路
心
は
、
門
心
に
一
致
す
る
。

　
ま
た
西
側
溝
を
生
か
し
て
側
溝
心
を
朱
雀
葉
影
で
折
り
返
せ
ば
、
側
溝
心
々
問
距
離
が
三
二
・
四
m
に
な
る
。
こ

れ
を
大
尺
に
換
算
す
る
と
九
一
・
五
大
尺
で
、
九
〇
大
尺
に
近
似
す
る
。
側
溝
心
を
三
〇
㎝
東
に
す
れ
ば
、
側
溝

心
々
問
距
離
は
三
一
・
八
m
に
な
り
、
九
〇
大
尺
に
な
る
。
朱
雀
門
の
南
三
五
〇
〇
m
の
地
点
で
は
橿
原
市
教
育
委

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

員
会
が
橿
教
委
二
〇
〇
四
－
一
三
次
調
査
を
実
施
し
て
い
て
、
西
側
溝
の
南
延
長
線
上
で
南
北
溝
を
検
出
し
、
こ
の

溝
を
朱
雀
大
路
西
側
溝
と
認
定
し
た
。
こ
の
成
果
を
重
視
す
る
と
、
朱
雀
大
路
は
側
溝
心
々
間
距
離
九
〇
大
尺
で
あ

54　（54）



つ
た
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
一
九
五
六
年
三
月
の
空
中
撮
影
写
真
に
基
づ
い
て
一
九
五
九
年
九
月
の
現
地
調
査
と
補
測
に
よ
っ

て
作
図
さ
れ
た
一
〇
〇
〇
分
の
一
の
地
形
図
に
こ
の
側
溝
心
々
間
距
離
九
〇
大
尺
の
朱
雀
大
路
位
置
を
あ
て
る
と
、
宮
の
南
側
に
あ
る
日
高
山

で
切
り
通
し
内
側
の
平
坦
部
に
ち
ょ
う
ど
の
る
。
も
し
も
宮
南
側
の
朱
雀
大
路
が
側
溝
心
々
間
距
離
九
〇
大
尺
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
京
内
の

条
坊
道
路
側
溝
心
々
問
距
離
の
規
模
は
、
九
〇
大
尺
、
四
五
大
尺
、
二
五
大
尺
、
二
〇
大
尺
の
序
列
で
排
列
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
藤
原
筥
南
面
地
区
に
お
い
て
は
朱
雀
大
路
が
、
そ
も
そ
も
側
溝
の
認
定
が
こ
れ
で
正
し
い
か
を
含
め
、
側
溝
心
々
間
距
離
が
四
五
大
尺
で
あ

っ
た
か
、
四
五
大
尺
で
あ
っ
た
の
を
九
〇
大
尺
に
規
模
を
拡
大
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
頭
並
か
ら
側
溝
心
々
問
距
離
が
九
〇
大
尺
で
あ
っ
た
か

な
ど
、
第
二
次
条
坊
の
修
正
も
か
ら
ん
で
宮
の
位
置
決
定
が
い
つ
な
さ
れ
た
か
に
大
き
く
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
と
の
正
否
は
藤

原
宮
南
面
に
お
け
る
今
後
の
調
査
の
成
果
に
待
つ
こ
と
に
し
よ
う
。

ギ藤原京の成立」遺構解釈の一例（深澤）

①
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
藤
原
宮
跡
発
掘
調
査
部
「
右
京
一
条
二
坊
の
調

　
査
（
第
六
四
次
）
」
『
飛
良
∵
藤
｝
原
｛
呂
発
掘
訓
醐
査
概
報
二
二
』
　
一
九
九
二
年
。
A
フ
尾

　
文
昭
「
新
点
京
横
大
路
発
掘
調
査
報
告
書
（
関
連
条
坊
右
京
一
条
六
坊
お
よ
び
関

　
連
条
坊
右
京
北
一
条
　
坊
の
調
査
）
」
『
奈
良
県
遺
跡
調
査
概
報
一
九
九
二
年
度
㎞

　
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
、
一
九
九
三
年
。
橿
原
市
教
育
委
員
会
「
橿
教
委

　
二
〇
〇
六
－
四
次
　
大
藤
離
京
左
京
北
一
条
五
葬
、
横
大
路
」
『
平
成
一
八
（
二

　
〇
〇
六
）
年
度
　
橿
原
市
文
化
財
調
査
年
報
』
二
〇
〇
八
年
。

②
橿
原
市
教
育
委
員
会
「
橿
教
委
二
〇
〇
＝
T
二
次
藤
原
京
左
京
丁
二
条
四

　
坊
、
出
合
・
膳
夫
遺
跡
」
『
平
成
｝
五
年
度
　
橿
原
市
文
化
財
調
査
年
報
葱
二
〇

　
〇
五
年
。

③
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
藤
原
宮
跡
発
掘
調
査
部
「
西
京
極
大
路
（
下
ツ

　
道
）
の
調
査
（
第
五
八
－
五
次
）
」
『
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
概
面
前
〇
』
一
九

　
九
〇
年
。
橿
原
市
教
育
委
員
会
「
橿
教
委
二
〇
〇
五
一
二
次
　
大
藤
原
京
右
京
北

　
二
・
三
条
四
坊
、
下
ツ
道
」
『
平
成
一
七
（
二
〇
〇
五
）
年
度
　
橿
原
市
文
化
財

　
調
査
年
報
㎞
二
〇
〇
七
年
。

④
井
上
和
人
『
藤
原
宮
一
半
世
紀
に
わ
た
る
調
査
と
研
究
－
臨
（
飛
鳥
資
料

　
館
図
録
第
＝
二
二
）
一
九
八
四
年
。

⑤
井
上
和
人
「
古
代
東
ア
ジ
ア
都
城
形
制
研
究
の
新
視
角
－
藤
原
京
・
平
城

　
京
・
渤
海
上
京
龍
泉
府
そ
し
て
唐
長
安
城
…
」
噸
条
里
制
・
古
代
都
市
研
究
㎞

　
第
二
一
号
（
条
里
刷
・
古
代
都
市
研
究
会
）
二
〇
〇
六
年
。

⑥
寺
崎
保
広
・
小
澤
豊
門
内
裏
地
区
の
調
査
一
第
一
〇
〇
次
」
『
奈
良
國
立
文

　
化
財
研
究
所
年
報
二
〇
〇
〇
－
1
㎞
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
藤
原
発
掘
調

　
査
部
、
二
〇
〇
〇
年
。

⑦
玉
田
芳
英
門
朝
堂
院
の
調
査
一
飯
～
〇
七
次
」
隅
奈
良
文
化
財
研
究
所
紀
要

　
一
～
○
〇
一
』
奈
良
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
一
年
。

⑧
高
田
貫
太
「
大
極
殿
鋸
南
門
の
調
査
一
第
一
四
入
次
」
『
奈
良
文
化
財
研
究

　
所
紀
要
二
〇
〇
八
』
奈
良
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
八
年
。

⑨
高
橋
知
奈
津
「
朝
堂
院
回
廊
・
大
極
殿
院
回
廊
の
調
査
－
第
一
六
〇
次
」

　
『
奈
良
文
化
財
研
究
所
紀
要
二
〇
一
〇
触
奈
良
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
一
〇
年
。

⑩
第
二
章
注
⑥
前
掲
寺
崎
・
小
澤
論
文
、
一
四
～
一
七
頁
。
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⑪
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
門
藤
原
宮
第
一
八
次
の
調
査
扁
㎎
飛
鳥
・
藤
原
宮
発

　
掘
調
査
概
評
六
輪
　
一
九
七
六
年
。

⑫
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
「
藤
原
窟
第
二
〇
次
（
大
極
殿
北
方
）
の
調
査
」

　
『
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
概
漆
喰
㎞
　
～
九
七
八
年
。

⑬
　
玉
田
芳
英
「
朝
堂
院
の
調
査
一
第
一
五
三
次
」
『
奈
良
文
化
財
研
究
所
紀
要

　
工
○
〇
九
』
奈
良
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
九
年
。

⑭
若
杉
智
宏
門
朝
堂
院
朝
廷
の
調
査
－
第
一
六
三
次
」
『
奈
良
文
化
財
研
究
所

　
紀
要
二
〇
一
一
㎞
奈
良
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
一
一
年

⑮
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
藤
原
宮
跡
発
掘
調
査
部
『
藤
原
京
研
究
資
料

　
（
一
九
九
八
）
幅
　
　
九
九
九
年

⑯
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
「
門
資
料
編
】
藤
原
京
主
要
条
坊
遺
構
の
概
要
」
『
研

　
究
論
集
㎞
澄
（
奈
良
圃
立
文
化
財
研
究
所
学
報
　
第
六
〇
冊
）
二
〇
〇
〇
年
。

⑰
　
入
倉
徳
裕
「
藤
原
京
条
坊
の
精
度
扁
『
橿
原
考
古
学
研
究
論
集
』
第
一
五
　
奈

　
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
、
二
〇
〇
八
年
。

⑱
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
藤
原
宮
跡
発
掘
調
査
部
「
藤
原
宮
第
二
七
次

　
（
東
面
北
門
）
の
調
査
」
『
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
葦
毛
一
〇
㎞
　
一
九
八
○
年
。

⑲
毛
利
光
俊
耳
門
西
面
南
門
・
大
垣
の
調
査
－
第
九
六
次
当
年
奈
良
国
立
文
化
財

　
研
究
所
年
報
　
九
九
九
1
・
H
』
　
一
九
九
九
年
。

⑳
橿
原
布
教
育
委
員
会
門
∬
藤
原
京
の
調
査
（
縄
手
町
二
〇
〇
1
一
）
」
噸
橿
原
市

　
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
概
要
　
平
成
一
四
年
度
　
軽
寺
跡
・
藤
原
宮
跡
・
藤
原
京

　
跡
輪
（
橿
原
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
　
二
〇
）
二
〇
〇
三
年
。

⑳
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
「
藤
原
宮
第
～
七
一
二
・
三
次
の
調
査
」
『
飛
鳥
・

　
藤
原
宮
発
掘
調
査
概
報
七
輪
　
～
九
七
七
年
。

⑫
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
藤
原
宮
跡
発
掘
調
査
部
「
藤
原
田
平
二
三
次
・

　
日
高
山
瓦
窯
の
調
査
」
『
飛
島
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
尊
報
九
鼎
　
一
九
七
九
年
。

⑬
　
本
章
注
⑰
前
掲
入
倉
論
文
　
四
二
五
頁
。

⑭
　
奈
良
文
化
財
研
究
所
『
奈
良
文
化
財
研
究
所
紀
要
二
〇
〇
四
　
例
言
晦
二
〇
〇

　
四
年
。

㊧
　
小
澤
毅
「
藤
原
京
条
坊
と
寺
地
偏
『
吉
備
池
廃
寺
発
掘
調
査
報
告
i
百
済
大

　
寺
跡
の
調
鷹
i
』
（
奈
良
文
化
財
研
究
所
創
立
五
〇
周
年
記
念
学
報
第
六
八
冊
）

　
二
〇
〇
三
年
。

⑳
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
報
告
一
小
墾
田
宮
推

　
定
地
・
藤
原
宮
の
調
査
一
㎞
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
学
報
重
工
七
冊
）
一

　
九
七
六
年
。

⑳
　
本
章
注
⑪
前
掲
書
。

⑳
　
橿
原
市
教
育
委
員
会
「
藤
原
京
右
京
八
条
一
著
の
調
査
」
『
橿
原
市
埋
蔵
文
化

　
財
発
掘
調
査
概
報
　
平
成
一
六
年
度
（
藤
原
宮
跡
、
藤
原
京
跡
、
大
藤
原
京
跡
、

　
国
分
寺
跡
）
㎞
（
橿
原
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
　
二
二
）
二
〇
〇
五
年
。
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第
三
章
　
宮
内
運
河
を
め
ぐ
っ
て

第
…
節
　
宮
　
内
　
運
　
河

藤
原
第
一
八
次
調
査
（
北
面
中
門
地
区
V
で
、
第
二
次
条
坊
朱
雀
大
路
の
東
側
で
こ
れ
に
沿
う
運
河
が
み
つ
か
っ
た
。
運
河
S
D
一
九
〇
一



「藤原京の成立」遺構解釈の一例（深澤）

l
A
で
あ
る
。
こ
の
運
河
は
、
こ
れ
ま
で
に
南
に
、
藤
原
第
二
〇
次
調
査
（
大
極
殿
北
方
地
区
）
（
図
七
）
を
経
て
藤
原
第
一
六
三
次
調
査
に
至

る
南
北
五
六
〇
m
分
を
確
認
し
て
い
て
、
こ
の
運
河
を
埋
め
立
て
て
か
ら
大
極
殿
や
大
極
殿
院
南
門
な
ど
宮
中
軸
上
に
位
置
す
る
主
要
建
物
群

を
建
設
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
藤
原
第
二
〇
次
調
査
で
は
、
こ
の
運
河
を
南
北
三
五
m
に
わ
た
っ
て
溝
底
ま
で
掘
り
下
げ
た
。
運
河
は
、
多
少
の
出
入
り
が
あ
る
も
の
の
上

白
六
～
七
m
、
深
さ
二
m
で
あ
っ
た
。
埋
土
は
、
大
き
く
流
水
堆
積
に
よ
る
砂
礫
層
の
下
層
と
埋
め
立
て
整
地
に
よ
る
褐
色
砂
質
土
・
暗
灰
色

粘
質
土
・
黒
灰
色
粘
質
土
か
ら
な
る
上
層
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
条
坊
と
運
河
と
の
関
係
は
、
藤
原
第
二
〇
次
調
査
に
お
い
て
、
運
河
が
五
条
条
間
南
小
路
の
南
北
両
側
溝
を
切
断
し
て
い
る
か
ら
、
ま
ず
第

i“len．一一’ Cr’“

　
奪

．
灘藤葛

幽幽　運河S　D1901－A、一部を掘り下げた状況

　　　（北から、藤原第20次調査）

二
次
条
坊
が
あ
っ
て
、
次
に
運
河
を
掘
り
下
げ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
概
要
報
告
で
は
、
運
河
を
「
大

溝
」
と
呼
ん
で
、
五
条
条
琴
南
小
路
と
運
河
が
＝
疋
期
間

併
存
し
た
と
す
る
。
調
査
所
見
が
、
「
こ
の
部
分
の
小
路
側

溝
内
に
は
大
溝
下
層
と
同
様
の
状
態
で
木
片
、
土
器
等
の

集
中
が
見
ら
れ
、
ま
た
、
こ
こ
で
は
、
側
溝
の
底
が
大
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

く
え
ぐ
ら
れ
て
大
溝
に
流
下
す
る
状
況
を
示
し
て
い
た
。
」

か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
埋
め
立
て
方
は
、
「
特
に
最
上
層
で

は
褐
色
砂
質
土
と
暗
灰
色
の
粘
土
質
が
五
㎝
程
の
厚
さ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

版
築
状
に
互
層
を
な
し
、
堅
く
締
っ
て
い
た
。
」
と
い
う
状

態
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
運
河
か
ら
は
、
様
々
な
遺
物
が
出
土
し
た
。
す
べ
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，
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
し
　
亀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
鳥
．
曳
、

本
薬
師
寺
の
「
金
堂
創
建
軒
平
瓦
と
み
た
軒
平
瓦

に
先
行
す
る
。

合
技
法
な
ど
に
明
ら
か
な
違
い
が
あ
り
、

わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、

と
し
、
「
本
薬
師
寺
の
建
設
は
天
武
芸
に
は
着
手
さ
れ
、 図ノN　l虜宅原宮出土6647Ca型式と2オく薬師1寺出土6647Cc型，覧　1：4

て
宮
京
の
造
営
に
関
す
る
重
要
な
証
拠
物
件
で
あ
る
。

木
簡
を
含
ん
で
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
C
b
・

二
つ
の
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
軒
平
瓦
を
比
較
す
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、

　
　
　
両
者
と
も
瓦
の
質
は
良
く
似
て
お
り
、

第
二
節
　
藤
原
宮
最
初
期
の
瓦

こ
の
な
か
に
、
瓦
や
紀
年

　
運
河
の
下
層
か
ら
瓦
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
運
河
が
機
能
し
て
い
た

時
期
に
瓦
を
搬
入
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

　
花
谷
浩
は
、
藤
原
宮
の
瓦
を
製
作
技
法
と
胎
土
・
焼
成
に
よ
っ
て
～
五
グ
ル
ー

プ
に
分
類
し
た
。
そ
し
て
瓦
に
つ
い
て
、
「
基
本
的
に
は
大
和
盆
地
以
外
で
ま
ず
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

産
が
始
ま
り
、
後
に
大
和
盆
地
内
の
生
産
地
に
主
力
が
移
っ
た
」
と
推
定
し
、
こ

れ
が
、
「
宮
造
営
過
程
に
お
い
て
大
垣
周
辺
で
の
造
営
が
宮
中
虫
部
の
造
営
に
先
行

　
⑤

す
る
」
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
忍
冬
唐
草
文
軒
平
瓦
六
六
四
七
C
型
式
は
、
紋
様

が
鋭
い
線
か
ら
な
る
C
a
型
式
を
、
箔
型
の
紋
様
を
な
ぞ
る
よ
う
に
太
く
彫
り
直

し
て
C
b
型
式
と
し
、
さ
ら
に
外
区
に
紋
様
の
茎
が
突
き
出
る
C
c
型
式
へ
の
彫

り
直
し
が
認
め
ら
て
い
る
（
図
八
）
が
、
こ
の
軒
平
瓦
六
六
四
七
C
型
式
に
お
い
て

　
c
型
式
）
は
同
席
品
（
C
a
型
式
）
が
藤
原
宮
か
ら
も
出
土
し
、
供
給
が
本
薬
師
寺

　
　
　
　
　
叩
き
板
の
種
類
（
藤
原
宮
は
平
行
叩
き
、
本
薬
師
寺
は
縄
叩
き
）
、
顎
の
接

　
　
藤
原
宮
の
造
瓦
組
織
か
ら
本
薬
師
寺
の
そ
れ
へ
と
箔
型
が
移
動
し
た
結
果
と
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
五
條
市
牧
代
瓦
窯
群
の
中
、
あ
る
い
は
そ
の
周
辺
で
の
動
き
と
推
定
さ
れ
る
。
」

天
武
崩
御
時
に
は
金
堂
の
造
営
が
少
な
く
と
も
瓦
の
調
達
ま
で
は
進
ん
で
い
た
こ
と
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「藤原京の成立」遺構解釈の一例（深澤）

霧
蕊
欝

．
灘

　
　
　
欝

。
応

酬

轟辮融羅
難．難醗
th’f｝．棚F磁＿扁、．畑．捏乱服謡，鵡

襲
　
　
セ

叢
…』

　
、
「
、
　
　
　
’
「
　
馳

噺
…

，
盤
面

黙避

難熱熱灘購鱗幽幽露盤
図九　本薬師寺中門と西二坊坊間東小路

　　　中門の礎石据付穴や玉石敷が西二坊坊間東小路の上に築かれている

　　　（南から、本薬師寺1992－1次調査）

は
、
発
掘
成
果
に
よ
っ
て
推
定
し
て
差
し
支
え
な
い
だ

　
⑦

ろ
う
。
」
と
、
推
論
し
た
。

　
石
田
由
紀
子
は
、
藤
原
宮
で
出
土
し
た
軒
瓦
を
詳
細

に
観
察
・
検
討
し
て
、
宮
最
初
期
の
瓦
が
東
面
大
垣
に

葺
い
て
お
り
、
か
っ
こ
の
う
ち
に
忍
冬
唐
草
文
軒
平
瓦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

六
六
四
七
C
a
型
式
を
含
む
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
本
薬
師
寺
の
調
査
で
、
条
坊
道
路
、
西
二
坊
坊
間
東

小
路
と
そ
の
周
辺
の
状
況
が
、
本
薬
師
寺
一
九
九
ニ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

一
次
調
査
、
本
薬
師
寺
一
九
九
三
－
一
次
調
査
、
本
薬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

師
寺
一
九
九
四
－
二
次
調
査
、
本
薬
師
寺
一
九
九
五
一

　
　
　
⑪

一
次
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
①
本
薬
師
寺

伽
藍
は
、
右
京
七
条
二
郷
三
～
六
坪
に
あ
っ
て
、
西
二

坊
坊
問
東
小
路
心
を
中
軸
線
と
し
て
造
営
し
て
お
り
、

②
土
層
の
堆
積
順
番
か
ら
、
西
二
坊
坊
間
東
小
路
が
本

薬
師
寺
の
下
層
に
あ
り
（
懸
鯛
）
、
③
西
二
坊
坊
問
東
小

路
に
は
、
坪
内
に
こ
れ
に
沿
う
掘
立
柱
塀
や
四
間
×
二

間
の
掘
立
柱
建
物
な
ど
が
建
っ
て
い
た
、
と
い
っ
た
こ

と
な
ど
が
判
明
し
て
い
る
。

　
つ
ま
り
右
京
七
条
二
坊
の
東
南
部
四
坪
で
は
、
条
坊
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道
路
施
工
↓
↓
住
宅
建
設
↓
↓
本
薬
師
寿
建
設
へ
と
、
土
地
の
利
用
形
態
が
大
き
く
変
遷
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
三
節
　
運
河
か
ら
出
土
し
た
木
簡
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下
層
か
ら
は
木
簡
が
出
土
し
た
。
運
河
と
し
て
機
能
し
て
い
た
時
期
の
土
層
で
あ
る
。
木
簡
は
、
北
面
中
門
地
区
の
藤
原
第
～
八
次
調
査
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

五
点
、
大
極
殿
北
方
地
区
の
藤
原
第
二
〇
次
調
査
で
＝
一
四
点
出
土
し
た
。
こ
の
な
か
に
は
年
代
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
木
簡
を
含
ん
で
い
る
。

そ
れ
は
天
武
十
一
年
春
ら
天
武
十
三
年
ま
で
の
紀
年
木
簡
と
、
こ
の
他
に
天
武
十
四
年
制
定
の
冠
位
「
進
大
工
」
を
記
し
た
木
簡
が
あ
っ
て
、

天
武
十
一
（
六
入
二
）
年
か
ら
天
武
十
四
（
六
八
五
）
年
に
お
よ
ぶ
年
代
を
含
む
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
木
簡
四
点
、
す
な
わ
ち
運
河
か
ら
出
土
し
た
最
古
の
紀
年
木
簡
、
最
新
の
年
代
を
示
す
木
簡
、
出
勤
簿
に
関
す
る
木
簡
、
そ
し
て
富

内
省
関
連
の
木
簡
に
つ
い
て
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
が
付
し
た
木
簡
番
号
に
釈
文
と
そ
の
解
説
を
、
以
下
に
引
用
す
る
。

五
四
五

　
・
壬
午
年
十
月
［
日
毛
野

　
・
口
□
□

「
下
端
の
右
方
が
欠
け
て
い
る
。

　
⑬

い
る
。
」

壬
午
年
は
天
武
＝
年
（
六
八
二
）
で
S
D
一
九
〇
一
A
溝
か
ら
出
土
し
た
木
簡
の
最
古
の
紀
年
を
も
っ
て

五
冒
＝

　
□
進
大
騨
□
□
［

　
　
ミ
　
≧

「
進
大
難
は
天
武
十
四
年

（
六
八
五
）
制
定
の
位
階
で
、
最
下
位
か
ら
二
番
目
の
位
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

上
か
ら
院
線
で
抹
消
し
て
い
る
。
」



五
二
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
部
力
〕

　
・
甲
申
年
七
月
三
日
　
　
□
□
□
n

　
目
　
　
　
　
　
　
　
口
［

　
・
　
　
日
仕
　
甘
於
連
n

「
下
端
は
折
れ
、
両
側
面
割
れ
、
上
端
は
調
整
面
を
残
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
断
片
は
本
来
の
木
簡
の
冒
頭
部
分
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
甲
客
年
は
天
武
一
三
年
（
六
八
四
）
。
日
仕
と
は
そ
の
日
勤
務
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
か
。
こ
こ
で
は
甘
於
連
が
出
勤
勤
務
し
た
こ
と

を
意
味
す
る
。
但
し
律
令
等
に
日
仕
の
用
語
は
み
え
な
い
。
甘
鼻
翼
は
『
続
日
本
紀
』
天
平
神
護
二
年
四
月
丁
未
条
に
み
え
る
甘
尾
氏
の
こ
と

⑮
か
。
」

「藤原京の成立」遺構解釈の一例（深澤）

五
二
三

　
陶
官
召
人

「
下
端
折
れ
。
嵩
置
が
人
を
召
喚
し
た
文
書
の
冒
頭
部
分
に
あ
た
る
。
陶
官
は
『
令
義
解
蜘
に
み
え
る
養
老
令
宮
寺
の
宮
内
省
管
下
の
筥
陶
司

の
前
身
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
大
宝
令
施
行
期
間
中
に
筥
陶
司
が
存
在
し
た
こ
と
は
天
平
一
七
年
目
七
四
五
）
の
主
輪
夢
解
（
噸
大
日
本
古
文

書
蹴
出
ー
四
〇
八
）
の
存
在
か
ら
確
認
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
陶
官
と
い
う
官
名
は
飛
鳥
浄
御
蓋
令
施
行
以
前
に
も
存
在
し
て
い
た
可
能
性

が
あ
る
（
総
説
参
照
）
。
官
司
名
＋
召
と
い
う
書
き
だ
し
を
も
つ
召
喚
文
は
藤
原
宮
木
簡
四
九
五
、
平
城
宮
木
簡
五
四
・
二
〇
九
四
な
ど
に
も
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

え
る
が
、
こ
の
木
簡
の
例
な
ど
か
ら
、
か
な
り
古
く
か
ら
行
わ
れ
た
も
の
ら
し
い
。
」

で
あ
る
。

　
藤
原
第
二
〇
次
調
査
区
運
河
S
D
一
九
〇
一
一
A
出
土
木
簡
に
つ
い
て
、
総
説
で
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
引
用
す
る
。
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「
僧
侶
の
書
状
と
も
思
わ
れ
る
木
簡
が
存
在
す
る
一
方
で
は
蟄
の
貢
進
付
札
や
舎
人
官
、
高
官
な
ど
の
官
名
記
載
の
木
簡
、
出
勤
日
を
記
し
た

木
簡
も
存
在
し
、
官
衙
と
無
縁
の
も
の
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
木
簡
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
舎
人
官
、
陶
官
等
の
宮
司
は
、
こ

の
木
簡
が
記
さ
れ
た
の
が
藤
原
宮
造
営
以
前
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
飛
鳥
浄
御
原
宮
内
に
あ
っ
た
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
っ
て
、
な
ぜ
こ
れ
ら

の
木
簡
が
藤
原
宮
の
下
層
か
ら
出
土
し
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
舎
人
宮
や
陶
官
が
大
宝
令
以
後
の
官
制
で
は
、
中
務
省
、
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

内
省
に
所
属
し
天
皇
に
近
似
す
る
官
司
で
あ
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。
」
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
は
、
公
的
機
関
の
木
簡
群
で
あ
る
。

し
か
も
出
土
地
点
が
造
営
途
上
と
は
い
え
宮
域
に
あ
っ
て
、
宮
造
営
の
た
め
の
資
材
を
運
搬
し
た
運
河
だ
か
ら
、
こ
の
機
関
は
宮
造
営
に
関
わ

っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
し
て
運
河
は
緩
や
か
に
北
に
下
降
す
る
か
ら
、
投
棄
し
た
場
所
は
、
以
南
の
近
接
地
で
あ
ろ
う
。
周
辺
部

を
含
め
て
宮
内
で
は
第
二
次
条
坊
に
と
も
な
う
塀
や
建
物
が
数
多
く
み
つ
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
木
簡
に
と
も
な
っ
て
下
層
か
ら
は
、
土
師
器
、
須
恵
器
、
瓦
、
木
器
、
獣
骨
等
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
土
師
器
は
、
盛
り
つ
け
用
の

供
膳
形
態
ば
か
り
で
な
く
煮
炊
き
用
の
煮
沸
形
態
も
多
く
、
木
器
に
は
食
膳
具
か
ら
紡
織
具
、
祭
祀
具
、
農
具
等
の
各
種
に
わ
た
っ
て
い
た
。

ま
た
建
築
部
材
や
手
斧
に
よ
る
削
屑
が
多
数
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
遺
物
は
、
こ
の
付
近
で
生
活
し
な
が
ら
、
各
種
作
業
を
お
こ
な
っ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

①
第
二
章
注
⑫
前
掲
書
。

②
第
二
章
注
⑫
前
掲
書
、
六
頁
。

③
第
二
章
注
⑫
前
掲
書
、
六
頁
。

④
花
谷
浩
「
寺
の
瓦
作
り
と
宮
の
瓦
作
り
」
『
考
古
学
研
究
㎞
第
四
〇
巻
第
晋
万
、

　
一
九
九
三
年
、
八
五
頁
。

⑤
本
章
注
④
前
掲
花
谷
論
文
、
八
七
頁
。

⑥
花
谷
浩
「
本
薬
師
寺
の
発
掘
調
査
」
『
佛
教
藝
術
』
工
三
五
号
、
一
九
九
七
年
、

　
七
二
・
七
三
頁
。

⑦
本
章
注
⑥
前
掲
花
谷
論
文
、
七
三
頁
。

⑧
石
田
由
紀
子
の
教
示
に
よ
る
。

⑨
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
藤
原
宮
跡
発
掘
調
査
部
「
本
薬
師
寺
の
調
査

　
一
九
九
二
…
山
二
九
九
三
i
～
次
調
査
」
『
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
概
報

　
二
四
㎞
　
一
九
九
四
年
。

⑩
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
藤
原
宮
跡
発
掘
調
査
部
「
本
薬
師
専
の
調
査

　
一
九
九
四
i
二
次
調
査
」
魍
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
概
報
二
六
㎏
　
一
九
九
六

　
年
。

⑪
　
千
田
剛
道
「
本
薬
師
寺
の
調
査
1
一
九
九
五
一
一
次
扁
㎎
奈
良
国
立
文
化
財

　
研
究
所
年
報
　
九
九
七
一
1
轍
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
、
一
九
九
七
年
。
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⑫
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
欄
藤
原
宮
木
簡
一
図
録
・
解
説
』
（
奈
良
国
立
文

　
化
財
研
究
所
史
料
第
一
二
冊
）
一
九
七
八
年
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
糊
藤
原

　
宮
木
簡
二
　
解
説
』
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
史
料
第
一
八
冊
）
一
九
八
一
年
。

⑬
　
本
章
注
⑫
前
掲
書
後
書
、
五
五
頁
。

⑭
本
章
注
⑫
前
掲
轡
後
書
、

⑯
本
章
注
⑫
前
掲
書
替
害
、

⑯
本
章
注
⑫
前
掲
書
後
書
、

⑰
本
章
注
⑫
前
掲
書
後
書
、

五
三
頁
。

四
九
頁
。

五
〇
頁
。

一
三
頁
。

「藤原京の成立」遺構解釈の一例（深澤）

第
四
章
　
藤
原
宮
・
京
の
造
営

発
掘
調
査
で
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
、
以
下
に
列
挙
す
る
。

①
第
一
次
条
坊
は
、
　
部
地
域
に
施
工
し
て
、
中
断
し
た
。
施
工
し
た
の
は
、
朱
雀
大
路
東
側
溝
、
朱
雀
大
路
以
菓
の
五
条
大
路
、
五
条

　
大
路
以
北
の
東
一
坊
坊
間
西
小
路
で
、
宮
東
北
部
で
あ
る
。

②
第
二
次
条
坊
に
あ
ら
た
め
て
施
工
し
直
し
た
。
第
一
次
・
第
二
次
条
坊
は
、
朱
雀
大
路
や
五
条
大
路
な
ど
が
ほ
ぼ
重
複
し
て
い
て
、
両

　
条
坊
は
空
間
割
り
付
け
法
が
酷
似
す
る
。
た
だ
し
道
路
の
規
格
は
、
第
二
次
条
坊
が
第
一
次
条
坊
よ
り
規
模
が
大
き
く
、
宮
・
京
一
体
の

　
計
画
の
も
と
に
実
行
し
た
。

③
第
一
次
条
坊
と
第
二
次
条
坊
で
は
、
坪
内
に
塀
や
建
物
を
建
設
し
た
。

④
宮
造
営
は
、
宮
城
門
と
条
坊
道
路
の
重
複
関
係
か
ら
、
第
二
次
条
坊
施
工
後
に
実
行
し
た

⑤
運
河
は
、
第
二
次
条
坊
施
工
後
に
開
削
し
、
一
定
期
間
条
坊
道
路
と
併
存
し
た
。
そ
の
後
埋
め
立
て
て
か
ら
、
大
極
殿
な
ど
宮
中
軸
線

　
上
の
建
物
を
造
営
し
た
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
建
設
は
運
河
の
年
代
に
遅
れ
る
。

⑥
運
河
に
は
、
天
武
十
｝
（
六
八
二
）
年
か
ら
天
武
十
四
（
六
八
五
）
年
制
定
の
冠
位
を
記
し
た
木
簡
を
包
含
す
る
。
こ
の
時
期
に
公
的
機

　
関
が
近
接
地
で
機
能
し
た
公
算
が
大
き
い
。

⑦
瓦
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
宮
で
は
ま
ず
東
面
大
垣
か
ら
葺
き
始
め
た
。

⑧
本
薬
師
寺
の
下
層
か
ら
は
、
条
坊
が
み
つ
か
っ
て
お
り
、
本
薬
師
寺
建
設
以
前
の
掘
立
柱
塀
や
建
物
が
検
出
さ
れ
た
。
本
薬
師
寺
は
、
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こ
の
上
層
に
あ
り
、
条
坊
割
り
付
け
に
し
た
が
っ
て
配
置
さ
れ
た
。

　
⑨
瓦
箔
の
彫
り
直
し
の
検
討
か
ら
、
本
薬
師
寺
金
堂
は
、
藤
原
宮
東
面
大
垣
に
わ
ず
か
に
遅
れ
る
。

　
発
掘
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
以
上
の
諸
点
を
、
『
日
本
書
紀
』
の
藤
原
宮
と
薬
師
寺
に
関
係
し
た
記
事
（
表
一
）
に
照
合
し
て
、
時
系
列

等
性
格
付
け
や
時
期
比
定
が
整
合
す
る
場
合
は
発
掘
調
査
成
果
と
文
献
記
録
の
対
応
関
係
を
承
認
す
る
、
こ
の
方
針
で
、
遺
構
解
釈
を
し
て
み

よ
・
つ
。
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表
｝
　
『
日
本
書
紀
幅
に
お
け
る
藤
原
宮
、
薬
師
寺
関
孫
記
罫

年
　
号

西
暦

月
　
　
日

藤
原
宮
関
係

薬
師
毒
関
係

天
武
元
年

六
七
二

九
月
十
二
日

（
大
海
入
皇
子
）
倭
京
に
詣
り
て
、
鴫
宮
に
御
す
。

天
武
元
年

六
七
二

九
月
十
五
日

嶋
宮
よ
り
岡
本
宮
に
移
り
た
ま
ふ
。

天
武
元
年

六
七
二

是
歳
、
宮
室
を
駒
本
宮
の
南
に
護
る
。
心
置
に
遷
り
て
居
し
ま
す
。
是
を
飛
鳥
浄
御
重
宮
と
謂
ふ
。

天
武
二
年

六
七
三

二
月
二
十
七
罠

天
皇
、
有
司
に
癒
せ
て
壇
場
を
設
け
て
、
飛
烏
浄
佐
原
宮
に
即
帝
位
す
。

天
武
五
年

六
七
六

是
年
、
新
城
に
四
つ
く
ら
む
と
す
。
限
の
内
の
田
園
は
、
公
私
を
問
は
ず
、
皆
耕
さ
ず
し
て
悉
に
荒
れ
ぬ
。
然
れ
ど
も
遂
に
都
つ
く
ら
ず
。

天
武
九
年

六
八
○

十
一
月
十
二
日

天
武
十
年

六
八
一

二
月
二
十
五
日

天
皇
・
皇
后
、
共
に
大
極
殿
に
曝
し
ま
し
て
、
親
王
・
諸
王
及
び
諸
臣
を
喚
し
て
、
幽
し
て
霞
は
く
、
「
朕
、
今
よ
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り
更
律
令
を
定
め
、
法
式
を
改
め
む
と
欲
ふ
。
故
、
倶
に

是
の
事
を
修
め
よ
。
然
も
頓
に
是
の
み
を
務
に
就
さ
ば
、

公
事
点
く
こ
と
有
ら
む
。
人
を
分
け
て
行
ふ
べ
し
」
と
の

た
ま
ふ
。
是
の
日
に
、
草
壁
皇
子
尊
を
立
て
て
、
皇
太
子

と
す
。

天
武
十
　
年

六
八
二

三
月
　
日

小
紫
三
野
王
及
び
宮
内
官
大
夫
等
に
古
し
て
、
新
城
に
遣

し
て
、
其
の
地
形
を
見
し
む
。
冊
り
て
都
つ
く
ら
む
と
す
。

天
武
十
一
年

六
八
二

～
二
月
十
六
臼

新
城
に
幸
す
。

天
武
十
二
年

六
八
三

七
月
十
八
日

天
皇
、
京
師
に
巡
行
し
ま
す

天
武
十
二
年

六
八
三

十
二
月
十
七
日

又
凹
し
て
曰
は
く
、
「
凡
そ
都
城
・
宮
室
、
一
庭
に
非
ず
、

必
ず
雨
参
造
ら
む
。
故
、
先
づ
難
波
に
都
つ
く
ら
む
と
欲

ふ
。
是
を
以
て
、
百
寮
の
者
、
各
要
り
て
家
地
を
請
は

れ
」
と
の
た
ま
ふ
。

天
武
十
三
年

六
八
四

二
月
二
十
八
日

浄
慶
難
直
轄
王
・
小
錦
中
大
伴
連
安
麻
呂
、
及
び
判
官
・

録
事
・
陰
陽
師
・
工
匠
等
を
畿
内
に
遣
し
て
、
疵
つ
く
る

べ
き
地
を
視
謁
し
め
た
ま
ふ
。
是
の
日
に
、
三
野
王
・
小

錦
下
酒
女
臣
筑
黒
総
を
信
濃
に
遺
し
て
、
地
形
を
看
し
め

た
ま
ふ
。
是
の
地
に
都
つ
く
ら
む
と
す
る
か
。

天
武
十
三
年

六
八
四

三
月
九
日

天
皇
、
京
師
に
巡
行
き
た
ま
ひ
て
、
富
芝
之
地
を
定
め
た

ま
ふ
。

朱
鳥
元
年

六
八
六

九
月
九
日

天
皇
の
病
、
遂
に
差
え
ず
し
て
、
正
宮
に
崩
り
ま
し
ぬ
。

朱
鳥
売
年

六
八
六

十
二
月
十
九
日

天
淳
中
原
瀬
眞
人
天
皇
の
奉
為
に
、
無
遮
大
會
を
五
つ
の

寺
、
大
官
・
飛
鳥
・
川
原
・
小
墾
田
豊
浦
・
坂
田
に
設
く
。

持
統
元
年

六
八
七

十
月
二
十
二
日

皇
太
子
、
公
卿
・
百
寮
人
等
井
せ
て
諸
の
書
証
・
國
造
及

び
百
餓
男
女
を
率
て
、
始
め
て
大
内
陵
を
築
く
。

持
統
二
年

六
八
八

一
月
八
日

無
遮
大
會
を
薬
師
寺
に
設
く
。
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年
　
号

西
暦

月
　
　
日

藤
原
宮
関
係

薬
師
寺
関
係

持
統
三
年

六
八
九

圏
月
十
三
日

皇
太
子
草
壁
皇
子
尊
麗
り
ま
し
ぬ
。

持
統
四
年

六
九
〇

十
月
二
十
九
日

高
市
皇
子
、
藤
原
の
宮
地
を
観
す
。
公
卿
百
寮
従
な
り
。

持
統
四
年

六
九
〇

十
二
月
十
九
翔

持
統
五
年

六
九
｝

十
月
二
十
七
日

使
者
を
遣
し
て
新
益
京
を
鎮
め
祭
ら
し
む
。

持
統
五
年

六
九
一

十
二
月
八
日

詔
し
て
曰
は
く
、
「
右
大
臣
に
賜
ふ
宅
地
四
町
。
直
廣
球
よ
り
以
上
に
は
二
町
。
大
上
よ
り
以
下
に
は
一
町
。
勤
よ
り
以
下
、
無
位
に
至
る
ま
で
は
、
其
の
戸
ロ
に
随
は
む
。
其
の
上
戸
に
は
一
町
。
申
戸
に
は
半
町
。
下
戸
に
は
四
分
之
～
。
王
等
も
此
れ
に
准
へ
よ
」
と
の
た
ま
ふ
。

持
統
六
年

六
九
二

一
月
十
二
日

天
皇
、
薪
益
京
の
路
を
観
す
。

持
統
六
年

六
九
二

五
月
二
十
三
日

持
統
六
年

六
九
二

五
月
二
十
六
日

持
統
六
年

六
九
二

六
月
三
十
日

天
皇
、
藤
原
の
宮
地
を
観
す
。

持
統
七
年

六
九
三

二
月
十
日

造
京
司
衣
縫
王
等
に
詔
し
て
、
濁
せ
る
戸
を
収
め
し
む
。

持
統
七
年

六
九
三

八
月
一
日

藤
原
の
宮
地
に
幸
す
。

持
統
八
年

六
九
四

｝
月
二
十
…
日

藤
原
宮
に
幸
す
。
即
日
に
、
富
に
環
り
た
ま
ふ
。

持
統
八
年

六
九
四

十
二
月
六
目

藤
原
宮
に
遷
り
居
し
ま
す
。
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（
a
）
　
楽
都
記
事
は
、
天
武
五
（
六
七
六
）
年
と
天
武
十
一
（
六
八
二
）
年
の
二
箇
所
に
あ
り
、
天
武
五
年
記
事
で
は
、
中
断
し
た
と
す
る
。

　
他
方
で
、
天
武
十
一
年
記
事
は
、
持
統
八
（
六
九
四
）
年
の
遷
都
ま
で
事
業
が
継
続
す
る
。
藤
原
一
〇
〇
次
調
査
の
概
要
報
告
で
、
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
崎
と
小
澤
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
条
坊
の
先
後
関
係
と
完
成
具
合
か
ら
、
①
の
第
一
次
条
坊
を
天
武
五
年
記
事
に
、
②
の
第
二
次
条
坊

　
を
天
武
十
　
年
記
事
に
あ
て
る
。
『
日
本
書
紀
』
に
掲
載
す
る
天
武
十
一
（
六
八
二
）
年
三
月
十
六
日
の
記
事
は
、
②
の
第
二
次
条
坊
着

　
　
工
直
後
の
状
況
視
察
で
あ
ろ
う
。

（
b
）
宮
域
に
お
け
る
第
二
次
条
坊
施
工
に
つ
い
て
、
⑥
は
天
武
十
　
年
を
支
持
す
る
。
第
二
次
条
坊
施
工
に
関
す
る
『
日
本
書
紀
』
の
記

　
事
が
天
武
十
一
年
三
月
一
日
で
あ
り
、
運
河
か
ら
出
土
し
た
最
古
の
紀
年
木
簡
が
天
武
十
一
年
十
月
で
あ
っ
て
、
他
の
木
簡
が
こ
れ
に

　
　
続
く
事
実
は
、
時
系
列
的
に
何
ら
矛
盾
を
き
た
さ
な
い
。
『
日
本
書
紀
』
の
記
事
と
運
河
出
土
の
最
古
の
木
簡
が
同
年
で
あ
っ
て
、
か

　
　
つ
月
単
位
の
時
系
列
が
順
当
で
あ
る
。
そ
こ
で
付
近
で
公
的
機
関
が
機
能
を
開
始
し
運
河
を
開
削
し
た
時
期
は
、
三
月
か
ら
十
月
の
間

　
　
に
あ
っ
た
と
推
定
す
る
。
天
武
五
年
の
造
畢
の
中
断
か
ら
天
至
難
　
年
の
再
施
工
ま
で
に
、
周
到
な
用
意
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
c
）
運
河
を
管
理
し
、
木
簡
を
使
用
し
た
公
的
機
関
が
、
⑤
・
③
か
ら
運
河
近
傍
の
第
二
次
条
坊
道
路
で
区
画
さ
れ
た
坪
内
に
あ
っ
た
可

　
　
能
性
が
充
分
に
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
天
武
十
二
（
馬
入
三
）
年
七
月
十
八
日
の
記
事
は
、
⑥
か
ら
運
河
が
機
能
し
て
い
る
時
期
で
あ
る
。

　
　
③
に
お
い
て
道
路
施
工
に
併
行
し
て
坪
内
の
建
物
整
備
を
実
施
し
て
お
り
、
⑧
で
も
第
二
次
条
坊
に
伴
う
坪
内
の
塀
や
建
物
が
み
つ
か

　
　
っ
て
い
る
か
ら
、
す
で
に
都
市
的
景
観
が
整
い
始
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
d
）
第
二
次
条
坊
工
事
が
、
①
の
第
　
次
条
坊
の
施
工
地
点
、
す
な
わ
ち
京
の
中
心
で
あ
り
、
ま
た
宮
域
の
中
心
東
北
側
か
ら
着
手
し
た

　
　
可
能
性
が
あ
る
。
⑦
に
よ
れ
ば
、
宮
の
う
ち
で
東
面
大
垣
の
瓦
を
ま
ず
準
備
・
調
達
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
条
坊
施
工
開

　
　
始
か
ら
運
河
開
削
ま
で
急
速
度
で
進
め
て
い
る
の
で
、
第
二
次
条
坊
施
工
工
事
に
着
手
し
た
時
点
で
、
宮
の
位
置
は
す
で
に
決
定
さ
れ

　
　
て
い
た
と
推
定
す
る
。

（
e
）
宮
の
造
営
の
た
め
、
⑥
の
時
期
に
は
、
運
河
に
よ
る
本
格
的
な
物
資
移
送
が
実
現
し
て
い
た
。
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（
f
）
大
極
殿
な
ど
宮
中
軸
線
上
の
中
枢
建
物
は
、
⑤
か
ら
運
河
を
埋
め
立
て
た
後
だ
か
ら
そ
の
造
営
年
は
運
河
に
遅
れ
、
⑥
の
最
新
年
下

　
　
降
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
天
武
十
三
（
六
八
四
）
年
三
月
九
日
の
記
事
は
、
ま
だ
運
河
が
機
能
し
て
い
た
時
期
だ
が
宮
建
設
の
準
備
が

　
　
整
い
、
宮
室
を
定
め
る
儀
礼
を
執
行
す
る
段
階
に
至
っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。
翌
々
年
の
朱
鳥
元
（
六
八
六
）
年
九
月
九
日
に

　
　
天
武
天
皇
が
没
し
、
続
い
て
持
統
三
（
六
八
九
）
年
四
月
十
三
臼
に
皇
太
子
草
壁
皇
子
が
没
す
る
。
そ
し
て
持
統
四
（
六
九
〇
）
年
十
月

　
　
二
十
九
日
に
高
市
皇
子
が
宮
地
を
視
察
す
る
。
こ
の
視
察
か
ら
四
年
後
に
、
宮
を
藤
原
宮
に
遷
し
た
。

（
9
　
天
武
天
皇
を
葬
っ
た
大
内
陵
は
、
藤
原
京
朱
雀
大
路
の
南
延
長
線
上
に
あ
り
、
『
日
本
書
紀
幅
に
よ
れ
ば
、
築
造
は
持
統
元
（
六
八

　
　
七
）
年
十
月
二
十
二
日
で
あ
る
。
藤
原
京
造
営
開
始
を
、
天
武
十
一
（
六
八
二
）
年
三
月
一
日
と
し
て
、
時
系
列
に
問
題
は
発
生
し
な

　
　
い
。

（
h
）
②
の
第
二
次
条
坊
は
天
武
十
一
（
六
八
二
）
年
に
施
工
を
開
始
し
て
お
り
、
本
薬
師
寺
建
設
は
⑧
か
ら
条
坊
施
工
以
降
で
あ
り
、
⑦

　
　
か
つ
⑨
か
ら
藤
原
宮
造
営
開
始
に
遅
れ
る
。
だ
か
ら
糊
日
本
書
紀
』
天
武
九
（
六
入
○
）
年
に
、
「
薬
師
寺
を
た
つ
」
と
す
る
記
事
は
、

　
　
こ
の
薬
師
寺
を
本
薬
師
寺
と
す
る
と
成
立
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
『
日
本
書
紀
』
天
武
九
（
六
八
O
）
年
の
薬
師
寺
に
関
す
る
記
事
は
、

　
　
本
薬
師
寺
建
設
と
直
接
に
は
関
係
し
な
い
。

（
i
）
宮
内
で
第
～
次
条
坊
や
第
二
次
条
坊
に
と
も
な
う
③
の
掘
立
柱
塀
の
あ
り
方
か
ら
、
京
域
に
お
い
て
、
条
坊
道
路
施
工
に
併
行
し
て

　
　
坪
内
の
建
物
を
建
設
し
都
市
的
景
観
を
整
え
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
を
認
め
る
な
ら
、
⑧
か
ら
、
本
薬
師
寺
造
営
計
画
の
決
定

　
　
は
、
第
二
次
条
坊
施
工
か
ら
長
期
の
時
間
差
を
み
こ
む
必
要
は
な
い
。

（
一
）
　
本
薬
師
寺
金
堂
を
使
用
し
た
の
は
、
持
統
二
（
六
八
八
）
年
一
月
八
日
に
設
け
た
無
賃
大
会
で
あ
り
、
一
年
あ
ま
り
前
の
朱
鳥
元

　
　
（
六
八
六
）
年
十
二
月
十
九
日
に
設
け
た
無
遮
大
会
で
は
本
薬
師
寺
は
外
さ
れ
て
い
た
。
山
田
寺
金
堂
の
建
設
に
つ
い
て
毛
利
光
俊
彦

　
　
は
、
『
上
置
聖
徳
法
王
帝
畑
田
裏
書
か
ら
、
三
明
十
三
（
六
四
～
）
年
の
整
地
後
、
僧
侶
が
住
み
始
め
た
大
化
四
（
六
四
八
）
年
に
は
遅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
く
と
も
金
堂
は
完
成
し
て
い
た
と
推
定
し
た
。
金
堂
完
成
は
、
整
地
か
ら
七
年
以
内
に
、
完
成
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
山
田
寺
金
堂
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建
設
期
間
を
参
考
に
す
る
と
、
条
坊
の
施
工
開
始
が
天
武
十
一
年
で
、
持
統
二
（
六
八
八
）
年
ま
で
に
六
年
あ
る
か
ら
、
本
薬
師
寺
金

　
　
　
堂
は
こ
の
期
間
内
に
造
営
し
た
と
し
て
無
理
は
な
か
ろ
う
。
さ
ら
に
朱
鳥
元
年
の
無
理
大
会
に
薬
師
寺
を
欠
く
理
由
を
金
堂
の
未
完
成

　
　
　
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
本
薬
師
寺
金
堂
完
成
は
、
朱
鳥
元
（
六
八
六
）
年
十
二
月
十
九
日
以
降
、
持
統
二
（
六
八
八
）
年
～
月
八
日
以
前

　
　
　
に
狭
ま
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
発
掘
調
査
成
果
を
、
文
献
記
録
に
配
当
す
る
。
こ
れ
は
、
遺
構
解
釈
の
一
例
で
あ
る
。
も
し
こ
の
解
釈
に
立
つ
の
で
あ
れ
ば
、

条
坊
施
工
は
き
わ
め
て
急
速
に
進
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
で
は
こ
の
迅
速
さ
は
何
に
よ
る
の
か
。

　
①
第
二
章
注
⑥
前
掲
寺
崎
・
小
澤
論
文
、
一
四
～
一
七
頁
。
　
　
　
　
　
　
（
奈
良
文
化
財
研
究
所
学
報
第
六
三
冊
）
二
〇
〇
二
年
、
五
四
九
頁
。

　
②
毛
利
光
俊
彦
「
山
田
寺
に
お
け
る
遺
構
の
変
遷
」
咽
山
田
寺
発
掘
調
査
報
告
』

第
五
章
水
田
化
の
様
相

F藤原京の成立」遺構解釈の一例（深澤）

　
藤
原
京
造
成
は
、
丘
陵
部
に
ほ
と
ん
ど
お
よ
ぼ
な
い
。
丘
陵
部
に
お
よ
ん
だ
可
能
性
が
あ
る
の
は
、
宮
南
面
の
日
高
山
上
の
朱
雀
大
路
、
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

澤
毅
が
そ
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
東
語
学
坊
間
路
、
竹
田
政
敬
が
指
摘
す
る
畝
傍
山
西
麓
の
西
五
器
大
路
、
中
村
太
～
が
指
摘
す
る
十
条
大
路

く
ら
い
で
あ
る
。
条
坊
の
造
成
は
、
基
本
的
に
低
地
部
に
お
い
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
条
坊
施
工
は
、
低
地
部
に
広
が
っ
て
い

た
水
田
域
を
利
用
し
て
な
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
藤
原
宮
・
京
域
に
お
い
て
条
坊
造
成
直
前
の
水
田
は
未
発
見
な
の
だ
が
、
未
発
見
と
い
う

現
実
と
そ
れ
以
前
の
水
田
の
あ
り
方
と
を
参
考
に
す
れ
ば
、
当
時
の
水
田
の
状
況
を
あ
る
程
度
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
日
本
列
島
は
弥
生
時
代
に
急
速
に
水
田
化
し
た
。
そ
し
て
大
和
盆
地
に
は
、
早
く
も
前
期
中
ご
ろ
に
弥
生
集
落
が
現
れ
た
。
藤
原
宮
・
菅
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

で
は
、
以
下
で
水
田
が
み
つ
か
っ
て
い
る
。
ま
ず
宮
西
方
官
衙
地
区
の
藤
原
第
五
九
次
調
査
で
、
弥
生
時
代
中
期
ま
で
遡
る
水
田
で
あ
る
。
そ

こ
は
橿
原
市
四
分
町
に
所
在
す
る
弥
生
晴
代
前
期
に
始
ま
る
四
分
遺
跡
の
一
画
で
、
河
川
氾
濫
に
よ
る
砂
層
の
堆
積
と
水
田
の
回
復
を
繰
り
返

し
た
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同
一
地
点
上
部
で
は
弥
生
時
代
後
期
に
も
水
田
が
営
ま
れ
て
い
た
（
図
～
○
）
。
ま
た
近
接
地
点
の

69　（69）



藤
原
第
七
一
－
二
次
調
査
区
（
西
方
官
衙
地
鴎
）
で
、
古
墳
時
代
前
期
の
水
田
が
み
つ
か
っ
た
。
さ
ら
に
藤
原
第
六
〇
1
三
次
調
査
を
橿
原
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

紀
和
町
に
所
在
す
る
藤
原
京
右
京
八
条
二
坊
の
推
定
八
条
条
理
南
小
路
付
近
で
実
施
し
、
弥
生
時
代
後
期
水
田
が
み
つ
か
っ
た
。
こ
の
近
接
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

で
、
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
の
調
査
（
藤
原
京
右
京
＋
条
四
坊
調
査
）
や
橿
原
市
教
育
委
員
会
の
調
査
（
橿
教
委
一
九
九
五
－
二
〇
次
調
査
）

が
あ
り
、
や
は
り
水
田
が
み
つ
か
っ
た
の
で
、
水
田
域
が
広
域
に
お
よ
ぶ
の
は
確
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
橿
原
市
教
育
委
員
会
に
よ
る
橿
教
委
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

九
九
七
i
二
三
次
・
一
九
九
八
i
一
次
調
査
が
、
橿
原
市
東
竹
田
町
で
あ
っ
た
。
調
査
地
点
は
藤
原
京
北
辺
の
藤
原
京
左
京
一
条
二
才
十
五
坪

響
嚢

t　t @t　t

製憲

：
：
窯

　
蕩
藩
．

．禦

図一〇　藤原宮西方官衙下層の弥生時代水田

　　　　（北から、藤原第59次調査）

と
隣
の
一
条
三
宝
二
坪
に
ま
た
が
る
。
こ
こ
で
弥
生
時
代
後
期
の
水
田
が
み
つ

か
っ
た
。
ど
れ
も
自
然
微
地
形
の
傾
斜
に
沿
っ
て
、
水
を
流
す
畦
畔
と
水
を
せ

き
止
め
る
畦
畔
の
二
者
に
よ
っ
て
区
画
す
る
。
一
枚
一
枚
が
一
辺
が
四
m
か
ら

八
m
く
ら
い
の
小
規
模
水
田
で
、
こ
れ
が
面
的
に
ひ
ろ
が
る
小
区
画
水
田
群
で

あ
っ
た
。
し
か
も
宮
・
京
域
に
は
、
四
分
遺
跡
の
他
に
弥
生
時
代
の
主
要
な
遺

跡
だ
け
で
、
坪
井
・
大
福
遺
跡
、
東
新
堂
遺
跡
、
大
福
西
遺
跡
、
大
隅
遺
跡
、

吉
備
遺
跡
、
土
橋
遺
跡
、
醍
醐
遺
跡
、
四
条
遺
跡
な
ど
が
分
布
し
、
こ
こ
は
早

く
か
ら
水
田
開
発
が
な
さ
れ
た
地
域
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
発
掘
で
水
田
を
み
つ
け
る
に
は
、
水
田
面
が
洪
水
砂
で
覆
わ
れ
て

い
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
洪
水
砂
を
た
よ
り
に
、
畦
畔
や
水
田
面
を
検
出
す
る
。

だ
か
ら
も
し
も
水
田
が
洪
水
災
害
を
こ
う
む
ら
な
か
っ
た
ら
、
検
出
は
き
わ
め

て
困
難
に
な
る
。
水
田
は
必
ず
上
流
か
ら
水
を
引
い
て
く
る
か
ら
、
常
に
洪
水

の
危
険
が
生
じ
る
。
こ
れ
を
回
避
す
る
に
は
、
立
地
条
件
に
恵
ま
れ
て
い
る
こ

と
と
、
高
度
な
技
術
が
導
入
さ
れ
洪
水
を
防
ぐ
対
策
が
有
効
に
と
ら
れ
て
い
る
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「藤原京の成立」遺構解釈の～例（深澤）

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
弥
生
時
代
以
降
、
こ
の
地
域
は
常
に
文
化
の
中
心
に
あ
っ
て
、
新
し
い
技
術
導
入
に
有
利
な
地
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ

の
地
域
が
洪
水
被
害
が
少
な
く
安
定
的
に
推
移
し
た
か
ら
こ
そ
、
都
城
造
営
の
地
と
し
て
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
平
城
京
に
遷
都
し
去
っ
て

か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
こ
の
地
域
の
水
田
は
安
定
的
に
営
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
藤
原
京
域
に
は
、
飛
鳥
川
が
藤
原
京
の
東
南
か
ら
西
北
へ
ほ
ぼ
対
角
線
上
に
流
れ
る
。
飛
鳥
川
に
平
行
し
て
、
東
側
か
ら
順
に
、
寺
川
、
米

川
が
、
そ
し
て
飛
鳥
川
が
あ
っ
て
、
こ
の
西
側
に
高
取
川
、
曽
我
川
が
流
れ
て
い
る
。
飛
鳥
川
を
例
に
そ
の
勾
配
を
現
代
の
地
表
高
で
み
る
と
、

南
の
十
条
大
路
あ
た
り
が
お
お
よ
そ
標
高
一
〇
一
m
、
北
の
一
条
北
大
路
付
近
で
は
五
六
m
で
あ
っ
て
、
そ
の
高
低
差
は
直
線
距
離
六
〇
〇
〇

m
に
対
し
て
四
五
m
、
す
な
わ
ち
勾
配
率
○
・
七
五
％
と
緩
や
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
藤
原
京
域
は
、
巨
視
的
に
み
て
東
南
か
ら
西
北
へ
緩
や
か

に
下
降
す
る
比
較
的
単
調
な
傾
斜
地
上
に
立
地
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
低
地
部
の
傾
斜
面
が
一
定
方
向
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
傾
斜
度
が
緩
や
か
で
あ
る
こ
と
、
た
と
え
水
は
け
の
悪
い
場
所
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、

水
田
開
発
に
よ
る
水
路
網
の
整
備
が
事
前
に
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
水
田
域
に
条
坊
を
施
工
す
る
方
針
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ら

が
宮
を
含
め
た
藤
原
京
造
成
を
容
易
に
す
る
要
因
に
な
っ
た
と
推
定
す
る
。

①
第
二
章
注
⑳
前
掲
小
澤
論
文
、
ニ
ニ
九
頁
。

②
第
一
章
注
⑬
前
掲
書
後
書
、
七
頁
。

③
第
一
章
注
⑨
前
掲
中
村
論
文
、
九
三
頁
。

④
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
藤
原
宮
守
発
掘
調
査
部
「
藤
原
宮
西
方
官
傭
地

　
域
の
調
査
（
第
五
九
次
等
）
」
『
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
概
報
一
九
㎏
　
一
九
八
九

　
年
。

⑤
第
三
章
注
⑧
爺
隷
書
。

⑥
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
藤
原
宮
跡
発
掘
調
査
部
門
右
京
十
条
四
坊
の
調

　
査
（
第
六
〇
1
三
次
）
」
魍
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
概
報
二
〇
』
　
一
九
九
〇
年
。

⑦
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
「
橿
原
市
藤
原
京
右
京
十
条
四
坊
発
掘
調
査
概

　
報
」
隅
奈
良
県
遺
跡
調
査
概
報
一
九
九
〇
年
度
㎞
　
一
九
九
一
年
。

⑧
橿
原
市
教
育
委
員
会
「
藤
原
京
右
京
十
条
四
坊
の
調
査
」
『
橿
原
市
埋
蔵
文
化

　
財
発
掘
調
査
概
報
　
平
成
四
年
度
（
田
中
廃
寺
・
藤
原
京
跡
）
』
（
橿
原
市
埋
蔵
文

　
化
財
調
査
権
要
一
〇
）
一
九
九
三
年
。
橿
原
市
千
塚
資
料
館
「
藤
原
京
右
京
十
条

　
四
坊
（
第
三
次
）
」
㎎
か
し
は
ら
の
歴
史
を
さ
ぐ
る
四
　
平
成
七
年
度
埋
蔵
文
化
財

　
発
堀
繍
嗣
査
速
朝
い
展
㎞
　
一
九
九
詣
ハ
年
。

⑨
橿
原
市
千
塚
資
料
館
「
大
藤
原
京
右
京
北
六
条
四
坊
の
調
査
」
『
か
し
は
ら
の

　
歴
史
を
さ
ぐ
る
七
　
平
成
一
〇
年
度
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
成
果
展
㎞
二
〇
〇
〇

　
年
。
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結

報口口

72　（72）

　
既
存
の
水
田
を
活
用
す
る
方
針
の
も
と
都
城
造
営
を
推
進
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
天
武
五
（
六
七
六
）
年
の
『
日
本
書
紀
』
の
記
事
や
次
に

掲
げ
る
『
万
葉
集
』
巻
第
十
九
の
歌
が
、
俄
然
現
実
味
を
増
す
で
あ
ろ
う
。

　
『
日
本
書
紀
』
天
武
五
年
の
記
事
を
再
録
す
る
。

　
　
是
年
、
新
城
に
都
つ
く
ら
む
と
す
。
限
の
内
の
田
園
は
、
公
私
を
問
わ
ず
、
皆
耕
さ
ず
し
て
悉
に
荒
れ
ぬ
。
然
れ
ど
も
遂
に
都
つ
く
ら
ず
。

　
そ
し
て
『
万
葉
集
』
巻
第
十
九
に
、
天
武
元
（
六
七
二
）
年
に
起
き
た
壬
申
の
年
の
乱
の
平
定
以
後
の
歌
と
し
て
、

　
　
大
君
は
　
神
に
し
ま
せ
ば
　
赤
駒
の
　
は
ら
ば
ふ
田
居
を
　
京
師
（
み
や
こ
〉
と
な
し
つ
（
四
二
六
〇
）

　
　
大
君
は
　
神
に
し
ま
せ
ば
　
水
鳥
の
　
す
だ
く
水
沼
を
　
皇
都
（
み
や
こ
）
と
な
し
つ
（
四
二
六
一
）

を
、
収
載
す
る
。
第
一
首
は
大
宝
元
（
七
〇
一
）
年
ま
で
生
き
た
大
伴
御
行
の
作
と
す
る
。
御
行
は
、
壬
申
の
乱
平
定
に
、
天
武
天
皇
を
助
け

て
功
が
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
第
二
首
は
作
者
未
詳
と
す
る
。

　
天
武
五
（
六
七
六
）
年
に
企
画
し
た
藤
原
京
造
営
は
未
完
成
に
終
わ
り
、
放
置
さ
れ
て
荒
れ
は
て
た
水
田
や
畑
を
嗣
の
あ
た
り
に
し
て
い
た

だ
け
に
、
天
武
十
一
（
六
八
二
）
年
三
月
一
日
に
周
到
な
用
意
の
も
と
再
度
企
図
し
た
都
城
造
営
の
過
程
と
そ
の
完
成
は
、
あ
ら
た
め
て
権
力

の
強
大
さ
を
当
時
の
人
々
に
実
感
さ
せ
る
好
機
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
朱
雀
門
位
置
か
ら
宮
を
み
る
と
、
左
右
の
大
和
青
垣
が
北
で
遠
近
法
の
消
失
点
を
結
び
、
東
や
や
北
寄
り
に
三
輪
山
が
あ
っ
て
、
三
山
が
周

囲
を
守
る
、
こ
の
地
は
実
に
美
し
い
。
現
在
発
掘
調
査
は
、
藤
原
宮
・
京
に
つ
い
て
本
稿
で
述
べ
た
以
上
に
詳
細
な
造
営
工
程
と
そ
の
埋
没
過

程
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
確
実
に
蓄
積
し
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
か
ら
も
、
発
掘
調
査
は
続
く
。



「藤原京の成立」遺構解釈の一例（深澤）

【
謝
辞
】
　
相
原
嘉
之
、
石
田
由
紀
子
、
井
上
和
人
、
井
上
直
夫
、
入
倉
徳
裕
、
岡
田
愛
、
小
澤
毅
、
小
田
裕
樹
、
川
上
洋
一
、
栗
山
雅
夫
、
黒
坂
貴
裕
、
高

　
　
　
橋
知
奈
津
、
高
橋
透
、
竹
田
政
敬
、
南
部
裕
樹
、
浜
口
和
弘
、
増
田
朋
子
、
森
先
～
貴
、
森
田
和
世
、
若
杉
智
宏
の
諸
氏
に
、
ご
教
示
、
ま
た
ご
援

　
　
　
助
い
た
だ
い
た
。
英
文
要
旨
の
英
訳
は
、
石
村
智
氏
に
お
願
い
し
た
。
本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
の
成
果
に
、
全
面
的
に
よ
っ
て
い
る
。
以

　
　
　
上
の
方
々
と
と
も
に
、
発
掘
調
査
に
た
ず
さ
わ
っ
た
方
々
に
、
心
か
ら
深
く
感
謝
す
る
。
も
し
発
掘
調
査
成
果
の
理
解
に
間
違
い
が
あ
れ
ば
、
そ
れ

　
　
　
は
当
然
に
わ
た
く
し
の
誤
り
で
あ
る
。
な
お
図
四
・
五
・
七
・
九
・
一
〇
は
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
の
提
供
に
よ
る
こ
と
を
こ
こ
に
明
記
す
る
。

表
・
図
版
出
典
一
覧
（
｝
部
を
改
変
）

表
一
　
　
　
坂
本
太
郎
・
家
永
三
郎
・
井
上
光
貞
・
大
野
晋
『
日
本
書
紀
馳
（
日
本
古
典
文
学
大
系
六
八
）
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
。

図
一
　
　
　
小
澤
毅
「
古
代
都
市
「
藤
原
京
」
の
成
立
」
『
考
古
学
研
究
』
第
四
四
巻
第
三
号
（
考
古
学
研
究
会
）
一
九
九
七
年
、
鶴
里
。

図
二
　
　
　
奈
良
文
化
財
研
究
所
『
奈
良
文
化
財
研
究
所
紀
要
二
〇
一
〇
』
奈
良
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
一
〇
年
、
図
心
＝
。

図
三
　
　
　
寺
崎
保
広
・
小
澤
毅
「
内
裏
地
区
の
調
査
　
　
第
…
○
○
次
」
『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報
二
〇
〇
〇
1
豆
一
倍
良
国
立
文
化
財
研
究
所

　
　
　
　
　
飛
鳥
藤
原
発
掘
調
査
部
、
二
〇
〇
〇
年
、
図
一
一
。
玉
田
芳
英
「
朝
堂
院
の
調
査
一
第
一
〇
七
次
」
『
奈
良
文
化
財
研
究
所
紀
要
二
〇
〇
一
騙

　
　
　
　
　
奈
良
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
～
年
、
図
五
七
。

図
八
－
一
　
花
谷
浩
「
出
土
古
用
よ
り
み
た
本
薬
師
寺
堂
塔
の
造
営
と
平
城
移
建
に
つ
い
て
」
『
考
古
学
研
究
会
四
〇
周
年
記
念
論
集
　
展
望
考
古
学
』
、
一

　
　
　
　
　
一
九
五
年
、
図
五
1
＝
。

　
　
一
二
　
花
谷
浩
「
本
薬
師
寺
の
調
査
一
本
薬
師
寺
出
土
の
瓦
」
『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報
　
】
九
九
七
l
I
聴
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
、

　
　
　
　
　
一
九
九
七
年
、
図
三
四
一
八
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
奈
良
文
化
財
研
究
所
都
城
発
掘
調
査
部
）
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s　呈nflue凱ce．

　　Second，　1　examine　the　joint　responsibility　of　the　xiaflting　and　guan．　The

xianting，　especia｝ly　the　xianling　and　cheng，　took　responsibility　for　any

negligence　on　the　part　of　the　guan．　But　the　xianting’s　responsibility　was

limited，　whether　the　xianting　would　take　responsibility　or　not　depended　on

the　details　of　the　negligence．

　　Third，　1　point　out　the　system　of　document　administration　was　monopolized

by　the　xiafzting．　Gttan　could　Rot　communicate　with　organizations　outside　the

prefecture，　for　instance，　they　were　not　permitted　to　send　administrative

documents　directly　to　the　1’un　（commandery）　and　bypass　the　xianting．　The

xianting　always　relayed　documents　from　the　guan，　as　it　served　as　an

intersection　in　the　documentary　administration　of　the　Qin．　Whi｝e　the　xianting

monopolized　the　routing　of　documents　to　higher　administrative　units，　the

guan　relied　heavily　on　the　xianting　for　its　documentary　communication．

　　Excavated　Qin　bamboo　strips　have　helped　define　the　relationship　between

the　xiantin．ff　and　the　gttan．　The　prefecture’s　governmental　landscape，　made

up　of　｝ocal　governmene　buildings，　has　also　now　been　disclosed．　Moreover，　it

is　now　clear　that　the　xianting’s　absolute　superiority　over　the　guan　formed　the

keynote　of　the　prefectural　administration　in　these　periods．

　　　　　　　　　　　　Building　the　Fujiwara　Capital：

An　Archaeological　Analysis　Reconstructing　the　City　Plan

by

FUKASAwA　Yoshil〈i

　　The　arckaeological　site　of　the　Fujiwara　Capital　has　long　been　iRvestigated

by　several　organizations　including　the　Nara　National　Research　lnstitute　for

Cultural　Properties，　the　Archaeological　lnstitute　of　Kashihara，　Nara

Prefecture，　the　Educational　Board　of　Kashihara　City，　the　Educational　Board

of　Sakurai　City，　and　the　Educational　Board　of　Asuka　Village．　The

archaeological　investigations　have　uncovered　new　details　about　the　ancient

city　and　palace．　This　paper　provides　the　latest　findings　from　recent

archaeological　research　and　an　archaeological　analysis　to　help　understanding
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the　building　process　of　the　Fujiwara　Capital　and　its　palace．

　　In　this　study，工examined　not　only　archaeological　data　but　also　associated

historical　materials，　and　accepted　evidence　that　proved　consistent　with

elther　lnterpretatlon．　Archaeo｝ogica｝　investigatlons　have　revealed　that　there

were　features　that　indicate　the　existence　of　a　city　grid　from　two　different

periods　in　the　sites　of　the　Fujiwara　Capital　and　palace．　The　features　of　an

eariier　city　grid　disappear　at　the　area　in　the　northwest　pai’t　of　the　palace

site，　whereas　the　features　of　a　later　city　grid　extend　over　all　parts　of　the

palace　and　capital　site．　Additionally，　1　examined　artifacts　recovered　from　the

remains　of　a　canal　that　had　been　dug　for　construction　of　the　palace．　The

study　provides　further　evidence　of　a　theory　tkat　the　earlier　city　grid　is

associated　with　the　historical　event　of　planning　and　halt　of　the　capital

construction　in　Tenmu　5　（AD　676）　described　in　Nihon　Shoki　（Chronicles　of

JaPan），　and　the　later　city　grid　is　associated　with　the　historical　event　of

restarting　the　capital　eonstruetion　in　Tenmu　11　〈AD　682）．

　　Archaeologicai　excavations　revealed　that　the　layout　of　the　city　and　the

palace　was　planned　and　constructed　as　a　unit　in　the　context　of　the　later　city

grid　The　center　of　the　capital　was　positioned　at　the　intersection　of　Suzaku

Oji　（the　central　avenue）　and　Gojo”　Oji　（fifth　streeO．　The　excavation　conducted

at　the　location　of　the　center　of　the　capital　was　carried　out　during　the　148th

investigation，　and　it　revealed　that　the　position　of　the　center　approximately

corresponded　to　the　middle　of　the　South　Gate　of　the　lmperiai　Audience　Hall

Compound．　The　South　Gate　was　a　pivotal　buiiding　of　the　paiace，　positioned

approximately　80　meters　south　of　the　lmperial　Audience　Hall，　and　located　at

the　junctioR　of　the　lmperial　Audience　Hall　Compound　and　the　State　Halls

Compound．　The　palace　area　was　in　a　rectangle　surrounded　by　the　Great

Walls　measuring　907　meters　in　the　Rorth－south　direction　and　925　meters　in

the　east－west　direction．　The　outer　gates　were　positioned　leading　to　the

streets　and　avenues，　haiiji　and　oji．　Moats　were　excavated　outside　the　Great

Wall．　The　palace　area　was　surrounded　by　vacant　spaces　70　to　80　meters　in

width，　positioned　outside　the　moats．　The　streets　and　avenues　were　set

adjacent　to　the　vacant　spaces．　The　streets　and　avenues　or　o－7’i　（wide　arteries）

were　set　at　intervals　of　1　ri　（equal　to　530　meters）．　The　roads　of　feanl’i　（middle

ways）　were　set　in　the　middle　（running　parallel　and　in　the　midst　of　each　pair）

of　o－P’堰C　and　the　roads　of　ko－1’i　（narrow　lanes）　were　set　in　the　middle　of　o－」’i　and

han7’i．　These　wide，　middle　and　narrow　streets　and　avenues　formed　a　city　grid

in　the　shape　of　a　square　measuring　10　ri　（equal　to　5．3　kilometers）　on　a　side．

Some　roads　were　connected　to　existing　ancient　roads　outside　of　the　capital，
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such　as　the　Sanj6　Oji　（third　avenue）　lead2Rg　to　Yoko　Oji，　the　Higashi　Nib6

0ji　（eastern　second　avenue）　leading　to　Nakatsu－michi，　and　Nishi　Nib6　Oji

（western　second　avenue）　leading　to　Shimotsu－michi．　The　Fujiwara　Capital

was　a　geometrically　designed　artificial　city　in　which　the　paiace　was

positioned　at　the　center　from　which　the　city　area　stretched　otttward　in

concentrlc　square　pattern．

　　Emperor　Jit6　moved　the　imperial　residence　from　the　Asu｝ca　Kiyomihara

Palace　to　the　Fujiwara　Palace　on　the　6th　day　of　the　twelfth　month　the　year

corresponding　to　694．　This　was　a　revolutionary　event　in　the　urban　history　of

Japan，　since　the　Fujiwara　Capital　was　the　first　example　of　a　planned　city

involving　an　imperial　palace．　The　emergence　of　the　Fujiwara　Capital

changed　the　traditional　setting　of　palace　and　city，　and　served　as　a　model　for

subsequent　capitals　in　this　country．

　　Furthermore，　thls　study　suggests　that　the　construction　of　this

unprecedented　capital　and　the　setting　of　the　city　grid　were　acliieved　rapidly

in　order　to　make　use　of　the　grid　that　had　been　used　for　paddy　fields．

Repression　of　1｛eresy　and　the　Use　of　the　Written　Documents　in

　　　　Thirteenth－Century　Toulouse：　The　Relationship　between

　　　　　　　　　　the　City，　Royal　Power　and　the　lnquisition

by

Zusm　Nobutada

　　This　paper　aims　to　explore　the　relationship　between　municipal　officials

and　royal　and　ecclesiastical　representatives　in　thirteenth－century　Toulouse

over　the　problems　of　heresy．　After　the　AlbigeRsian　Crusade　had　eRded　in

the　1220s，　the　Dominican　friars　were　sent　by　the　pope　into　the　city　of

Toulouse　to　identify，　prosecute，　and　punish　heretics　and　their　sympathizers

in　its　neighboring　region．　And　at　the　same　time，　the　French　royal

govemment　was　engaged　in　solid晦ing　its　authority　in　Languedoc，　and　the

Capetian　dominions　further　expaRded　to　include　the　count　of　Toulouse　in

1271．　My　study　investigates　how　the　organization　of　the　papal　inquisltion

and　the　integration　of　Toulouse　into　the　Capetian　kingdom　influenced　the
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